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新環境ガイドラインに基づく異議申立手続きに係る 

第８回パブリック・コンサルテーションの模様について 

 

平成14年10月11日（金）、国際協力銀行８階会議室において、新環境ガイドラインに基づく異

議申立手続きに係る第８回パブリック・コンサルテーションが開催され、50名以上の参加者の

下、積極的な議論が行われました。 

ここでは、会場の模様をお届けします。（なお、記名での発言の公開を希望された方について

は、参加者の名前を記名させて頂いています。ただし、参加者の皆様にご発言の内容は確認い

ただいていないため、文責は国際協力銀行にあることをご了解ください。） 

 

国際協力銀行からの出席者： 

総務部： 矢島次長、入柿課長、篠山調査役 

金融業務部： 藤田課長、天野調査役 

開発業務部： 山田課長、武貞調査役 

環境審査室： 高岡課長、五辺調査役 

 

矢島次長より冒頭挨拶 

 

議論 

（矢島次長） 

今日は「一事不再理」のところから、議論をスタートさせていただきたいと思います。それ

では、「一事不再理」の規定についてご意見があればお願いします。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 これについては、われわれの紙に書いてありますが、つまり、今までと全く同じではなくて、

新たな事実があるというものが一緒に提出された場合に審査の対象になるということは、例え

ば、世界銀行にしても、アジア開発銀行にしてもあるわけですが、そのあたりについては全く

考慮の余地がないということでしょうか。 

 

（入柿課長） 

 もちろんこの一事不再理の原則は、全く同じ訴えを同じ状況でやっても意味がないというこ

とですので、そこは、大きく事情が変わっているということが申立人から証明されれば、受け

付けないということではないと考えてはおります。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 書き方として、これだと全部ダメなのではないかというふうになるので、書きぶりを考えて

もらえればと。 

 

（矢島次長） 

 それでは、次のポイントとして「濫用の防止」でございます。これにつきましては、ＪＢＩ

Ｃ案にあるのと、あとはグローブ・ジャパンのご提言の中でも、濫用防止の観点を踏まえるべ

きである、適格要件を確認すべきであるというご提言をいただいております。一方で、財務省

から、濫用の防止という観点は分かるが、原則ではなくて手続きのところの留意点という形で

考えていかないとバランスが悪いのではないかというご意見を賜ったと思います。 

 まず、この濫用防止のところにつきましては、要綱案のところに例示としていくつか挙がっ

ているところがございます。そこの補足説明と併せて、ＪＢＩＣに考え方の説明をお願いしま

す。 

 

（入柿課長） 
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 ここで、手続開始要件としまして「濫用の防止」を規定していて、四つの具体例を示してお

ります。ここの規定は、言うまでもないことですが、競争相手とかその国内の政治的な意図で

プロジェクトの進捗を妨害するとか、不当な金銭獲得要求等の不適切な動機に基づく異議申し

立てを排除するということでございまして、その審査役の効率的な活動を担保するためにも、

こうした濫用防止の仕組みが必要と考えているということであります。 

 却下する場合にはその理由を申立人に通知するという手続きがございます。濫用目的か否か

を判断するのは審査役でございますが、その審査役には説明責任が課されているということで

ございますので、真正な申し立てまでもが却下される恐れはないと考えております。 

 

（矢島次長） 

 この点につきまして、ご意見を賜りたいと思います。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 まず最初の、「当該国の法制度で認められる補償金額以上を不当に獲得する」というところ

には疑問があると思うのです。特に、これは各国制度がさまざまあるわけで、その国の法制度

に定められた補償金額以上を獲得するというのがすべて不当な申し立てかどうかというのは、

私は一概には言えないと。もちろん相手国の法制度を尊重するという原則があることは認めま

すが、しかし、それを超えた補償額を求めるのがすべて不当であるかどうかというところには

異論があると思っています。少なくともこの第1については、私は不適切ではないかと思って

ます。 

 それから、最後、「プロジェクトと無関係の政治的意図でなされる場合」と書いてあります

が、もともとこの異議申し立ては、ＪＢＩＣのプロジェクトによって環境社会被害が起きた、

あるいは起きる可能性がある、それが不遵守・遵守にかかわっているという大前提の要件があ

るわけです。例えば、「プロジェクトと無関係な政治的意図でなされる場合」というのは、も

ともとその要件に合ってないわけです。これをわざわざ書かなければいけないのかどうかとい

うのがよく分からないのです。とりあえずその2点です。 

 

（入柿課長） 

 1点目のほうですが、ここに書いてございますとおり、「当該国の法制度で認められる補償

金額」ということでありまして、それ以上認められない補償額を獲得することを目的とされる

というのはやはり不当ということになるのだろうと思います。基本的に補償金額が国内で決定

していて、それが法制度に基づくものである場合に、それを超えるものを要求するというのは

おかしいのではないかと思います。 

 それから、「プロジェクトと無関係の政治的意図でなされる場合」は、おっしゃるとおり、

他のところの要件ではじかれるものもあるとは思いますし、基本的にはそういうことだろうと

は思います。ただ、そこは、意図としまして、これは政治的な意図で濫用しては困りますよと

いうことをここで明確にしておくことで、なんらかの抑止効果が働くと考えております。 

 

（ＦｏＥ松本氏） 

 先ほどの入柿さんのお話ですが、例えば、フィリピンのバタンガスの移転問題のときに、や

はり法的には補償の対象とならないスコッターの方々、ただその地域に継続して住まわれてい

た方々に対する補償をどうするのかということが問題になった。最終的に、フィリピンの法律

の中では、土地の権利を持たない方に対して補償するという制度はなかったと聞いております

が、ただ、こういった方々に対して、法律にないからといって補償しないことが本当に正しい

のかということで補償された事例もあると理解しております。必ずしも法制度で定められた補

償金額が正当ではないというのは先ほど松本さんのお話にもありましたが、実際、そういうこ

とがあるのではないかということで、これが必ずしも不当とは言えないのではないかと思って

おります。 

 次の、「プロジェクトの進捗を遅延させることのみを目的とする場合」とありますが、これ



   

 - 3 - 

は何を「遅延させることのみ」と判断するのかというのが非常にあいまいではないかと思って

おります。実際、この事業が進むことによって被害が拡大するような場合は、もちろん住民は

このプロジェクトを進めることを遅らせたいと思うわけでございます。何をどういうふうに判

断するのかというのがあいまいになった場合には、そういった被害を受けている方が申請をし

にくくなるのではないかと考えます。当然、競争相手が虚偽の申し立てをした場合には別の形

できちんと判断が審査の中で行われると思いますので、このような表現がはたして正しいのか

どうかということはもう一度ご議論いただきたいと思っております。 

 

（矢島次長） 

 「遅延させることのみを目的とする」というのは、どういった形のケースでこういう認定が

なされるのか、これは何かアイディアはあるのですか。要は、なかなか分かりにくいというこ

とだと思うのです。実際には、このこと自体は濫用防止という観点では非常に重要だろうと思

うのですが、ただ、どういう場合にこういうことになるのだということを少しクラリファイし

たいということだと思います。 

 

（入柿課長） 

 そこのところは、例えば、競争相手の企業が入札手続きを遅らせるために、一住民を利用し

て適当な問題をでっち上げて異議申し立てをしてくるといったケースもないわけではありま

せんので、そういったものを排除するということであります。そこは、正式にきっちりと問題

があって、問題の認定がされて、被害の認定もされてというところで撥ねるというのはもちろ

んそのとおりではあろうと思いますが、ここは、濫用されるという恐れを抱いている方々も多

数いらっしゃるということでございますので、こういうところできっちりと書いておいてある

程度の抑止効果を持たせるべきではないかということで入れたものであります。 

 

（発言者Ａ） 

 「当該国の法制度で認められる補償金額以上を不当に獲得することを目的とする」というこ

の条文ですが、この条文はなくてもいいのかと。逆に、これが書いてあると、補償金目的に異

議申し立てをする、それが認められるという感じに読み取れますが、そのへんはいかがでしょ

う。 

 

（入柿課長） 

 あえて濫用を助長するということですか。濫用の防止の目的を果たさないということであれ

ば、そこは考えたいと思います。 

 

（発言者Ｂ） 

 業界もいろいろな意見があるかと思うのですが、「補償金額」と言う場合に、地元住民だと、

海外の実施主体者である場合、国内企業に比べて補償金額が少し多めに期待できるのではない

かというのもままあると思うのです。ですから、こういう点ははっきり書いたほうがかえって

いいのではないかという気がいたします。 

 それから、遅延の話ですが、今、同じプロジェクトの中で他企業から嫌がらせをされる場合

というのがあったのですが、民間企業の場合については、同じような、例えば、製紙プラント

とか、鉄鋼とか、相手の競合する企業がある中でいかに早く立ち上げるかというのは、ＯＤＡ

とは違う世界があります。Ａ工場、Ｂ工場、Ｃ工場とこの間も申し上げたのですが、それぞれ

ライバルになっているわけでありますので、そういった中で早めにプロジェクトをやりたいと

いうところに、他のライバル企業のほうから「遅延をさせたい」ということも懸念されます。

そういう意味では、後ろの糸をどこまで探れるかというのはあろうかと思いますが、そういう

のはダメだよというのについては明示的に言っておいたほうが、かえってそういうことの運用

もしにくくなるのではないかと、ライバル企業にとって。ですから、こういう視点もはっきり

と入れていただいたほうがありがたいのではないかという気がいたします。 
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（矢島次長） 

 この「法制度で認められる補償金額以上」のところですが、先ほどのＦＯＥジャパンの松本

さんの点でもう1点、制度としてないものについてはどう考えるのかということで、ここの趣

旨は、制度としてあるものの補償金以上ということで、ないものについては想定していない。

それは、当然にして濫用という観点ではないというように私自身は理解しているのですが、そ

のへんはどうですか。 

 

（入柿課長） 

 そこはそのとおりです。ですから、当該国の法制度で補償金の算定とかが定められていて、

それで計算された金額以上のものを取る、要するに、法制度があってそれをオーバーライドす

るという話であります。土地の所有権を持たない人には補償はしないというようなのがあるの

であれば、それは従うべきだろうと思いますが、バタンガスの例は、別に、してはいけないと

いうことではないわけだったと理解してます。 

 

（ＦｏＥ松本氏） 

 先ほどのお話ですが、私の理解では、法制度がなければ補償金額はゼロであって、それ以上

を請求することが不当になるのではないかということ。もう一つ、私がかかわっているフィリ

ピンのダムのケースで、砂金取りをしている方の補償をどういうふうにするのかに関しても、

正式な、どれだけ砂金を取っているかという記録がありませんので、そういった方への補償が

法的にはできないような形になっている。法的には補償はゼロか、あるいは、もっと少ないか

もしれないが、実際にはそれでかなりの現金収入は得ていたという場合に、法的に定められた

金額以上は不当、何を不当とするのか分かりませんが、不当に獲得することになるとなった場

合に、こういった制限が実際に被害を受けている方を守るためにマイナスに影響する可能性が

非常に大きいと思っておりまして、これは改定していただかなければ困ると思っております。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 このパブリックコンサルテーションの最初のほうから言ってますが、濫用は避けるというこ

との原則は全く反対はしていないわけです。それは大事だと思います。その方法としていちば

ん有効なのは、基本的にＪＢＩＣのプロジェクトによって環境社会影響が起きている、問題が

起きる恐れがあるというものに対して、しかもガイドラインの遵守・不遵守という視点で審査

をするのだと、それが枠組みなのだということを示すことがいちばんの濫用防止だと私は思っ

ているのです。ここに具体的に書くことによって、逆に、競争を阻害する他のやり方は認めら

れるのかどうかとか、要するに、書き切れないと思うのです、そういう意味で行くと。何をも

って濫用なのかと。ある意味では、環境社会問題にかかわる紛争でないものについてはスコー

プ外ですから、それに当てはまらないものは全部、適切なものではないと判断することになる

と思うのです。繰り返しになりますが、ここの「濫用防止」を書くことが本当に濫用防止にな

るのか、今、ＦｏＥの松本さんが言ったように、本当は濫用ではないものを濫用にしてしまっ

たり、本当は濫用なのに、それがうまく組み込まれなかったりする恐れがあるのではないかと。

世銀やＡＤＢの経験からいけば、ここの目的を明確にしておくことがいちばんの濫用の防止に

なるのではないかと思います。 

 

（環境省小川氏） 

 最初の「当該国の法制度で認められる金額以上」の項目ですが、入柿さんのご説明にあるよ

うに、法律になければ絶対ダメだということではないという趣旨はいいと思うのですが、この

文章ですとなかなかそのへんが読み取れませんので、趣旨が正確になるように、次のドラフテ

ィングの中ではよく練って書いていただきたいと思います。 

 以後の3点についてですが、濫用の防止については反対ではないのですが、これをクライテ

リアという扱いにしますと、誰も「この異議申し立ての目的は遅延させることにある」とは書
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かないので、はたしてこれが遅延させることなのかどうかというクライテリアを当てはめてそ

れを切るというのは、実際たいへんだと思うのです。非常に水掛け論になって難しい。やはり

本質的に、受け付けるかどうかというところは、異議申し立ての本来の趣旨、環境社会影響に

ついてどうかということを審査してもらうという趣旨に見合っているかどうかがクライテリ

アになるのだと思います。そういう意味で、これは、濫用防止のクライテリアというよりも、

濫用防止というのはどういう意味合いであるかという趣旨を明確にするという扱い、そういう

性格の文章になると思います。これはクライテリアというよりも、趣旨を説明したものとか、

あるいは、配慮事項として書いたという性格の文章になるのではないかと考えます。 

 

（矢島次長） 

 ここは、文章を見ますと、典型的なケースを限定列挙しているというか、例示として挙げて

いるということなのだろうと思います。構成としては、先ほどＪＢＩＣから説明があったよう

に、却下する場合にはその理由を付して審査役が申立人に通知することになっておりますので、

そこのところはかなり明確な理由がない限り却下というのは難しいという構成にはもともと

なっているという意味では、やや精神規定的なところがあるのかも分かりません。今の、むし

ろ書かずに、目的をはっきりさせて、スコープをはっきりさせることによってそれ以外のもの

を排除していくというそれは、もともとの基本の考え方で、それはこれまでの手続きのところ

でも出ていると思うのです。そこは、さらに反論というか、論を展開する必要があればＪＢＩ

Ｃにお願いをしたいと思いますが、そうでなければ、今お話がありましたような形で、もう少

し表現ぶりを考える。ここはずいぶんそういう余地があるのではないかと思います。そのへん

はいかがですか。 

 

（入柿課長） 

 今、議長からご説明がありましたとおり、ここのところをよく読んでいただきますと、「異

議申し立てが以下に例示される濫用目的で行われる」ということでありまして、基本的には例

示に過ぎないということでもございます。確かに、多少分かりづらいとか、不当に制限すると

いうことであれば、表現ぶりは工夫してみたいと思います。 

 

（ＯＤＡウォッチャーズ坂元氏） 

今の話を大枠で考えてみますと、どうも、民間企業の方々の対象は住民のほうにあるのでは

なしに、他の企業とか競争相手とかにあると思うのです。われわれＯＤＡの最大関心事は、当

然住民の紛争とか不満とか問題点なわけで、ちょっと質が違っている、今のをお聞きして。で

あれば、今、環境省の方もおっしゃられてましたが、この部分は環境ガイドラインとは異質な

ものなので、今度のドラフトのときにちょっとずらしていただいて、これは私のただのアイデ

ィアですが、いわゆる日本の業界団体の方々がある程度意見を取りまとめて、これは不当な競

争にあたるのではないかとか、問題があるのではないかということを取りまとめたところを環

境審査役のほうにご意見具申するとかいう形になったほうがやりやすいのではないかと思う

のです。どちらにしましても、根本的にわれわれの関心事とずれるところにあるので、異質な

問題を一緒に議論しているのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

 もう1点。これは少し外れるのですが、今、ＪＢＩＣのほうで、議事録をインターネットで

見せていただいているのですが、皆さん、業界の方々も自分の名前とか氏名とかおっしゃって

いるのですよね。おっしゃっているのに、議事録を見ますと、ＡとかＢとかいう形で出ている

ところが多いようなので、逆に失礼というか、やはり団体の代表的なことでおっしゃられてい

ると思うので、それは出していただくべきではないかと思います。 

 

（矢島次長） 

 まず議事進行ということで、議事録に名前を出す出さないという話は、この場で名前を言っ

ていただくというのと、さらにホームページ上で公開する議事録にも名前を載せるというのと

2段階あると思います。共通の理解では、名前を載せたほうがいいと思われる方は最後に事務
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局のほうに言っていただいて、その方について名前を載せているということでございます。そ

ういう意味では、そこで事務局のほうに連絡をいただきませんと名前が載らないという、今、

やり方になっております。それ自体はもうすでにこの場でも合意できていると思いますので、

今のお話を受けるとすれば、この場で名前をおっしゃっている業界団体の方はできるだけ名前

を載せてくださいという坂元様からのご要望であるということですね。 

 

（ＯＤＡウォッチャーズ坂元氏） 

 まさにそのとおりです。それと、もう1点、前回のときに、私たちＮＧＯとしたら、行き過

ぎているなと……。もちろんご自身のオピニオンで構わないのですが、インドネシアのコタパ

ンジャンについて、すごく簡単に裁判しているというようなことをおっしゃられていたり、そ

れから、環境室か、そういう関係する評価の部局があるのだったら逆にそちらのほうでやれば

いいのではないかという話があったのです。知識がないことを棚に上げて言ってみたり、言い

方はおかしいですが、それから、3,000人も何千人もがやっているものを「簡単に」というよ

うな発言があるので、そういう発言をされた趣旨はよく分かりませんが、そういう場合は、で

きれば名前を出されたほうがはっきりするのではないかと、これも要望ですが、そういうふう

に思います。以上です。 

 今のは要望ですので、いちばん初めに言いました点について、まず議事進行してください。 

 

（矢島次長） 

 それでは、最初にお話のありました点です。考えているバック、具体的には、産業界の方々

がそれぞれ非常に厳しい競争の中でビジネスをされているという見地から濫用防止について

非常に懸念を持たれているということですが、それが、今の坂元さんの考えていらっしゃる、

濫用防止のこういう項目を設ける趣旨とかなり違っているというお話なのだろうと思うので

す。それはいろいろな考え方があると思いますが、この「濫用の防止」というところでのポイ

ントは、目的から外れている、違う目的でこの手続きを使うということだろうと思います。そ

ういう意味では、産業界の方のご懸念も全然考え方が違うということではないのではないのか

と私は考えます。ただ、おっしゃったように、ここは細かい規定は置いておりませんので、審

査役の判断になりますが、それをある意味では助ける意味で、実際には手続きを運用していく

段階だとは思いますが、どういう場合が実際に遅延にあたるのかとかいうことの具体例は、別

途、提示いただくというのは、手続きの運用の段階では十分あり得るのではないかと考えます。 

 

（発言者Ｃ） 

 先ほど、私のことだと思いますが、ご発言をいただいたのですが、議事録に名前を載せる載

せないというのは、第1回に1時間以上かけて話をした話で合意された話だと思います。ただ、

前回の発言に対してそういうご意見があるというのは承りましたので、それは心して発言して

いきたいと思っております。 

 濫用防止のところですが、ここは民間企業にとって非常に重要な問題であります。１番はと

もかくとして、2番、3番、4番は、私どもにとって非常に重要な問題だと思いますので、これ

は例示ということですが、ぜひこのまま残しておいていただきたいと思います。他の、マルチ

は別にして、ＥＣＡでこういう本格的な異議申し立て制度を導入するというのは、カナダのＥ

ＣＡは別にして、初めてだと思いますし、例示という形で2番、3番、4番はぜひ残しておいて

いただきたいと思います。以上です。 

 

（ＦｏＥ松本氏） 

 先ほど入柿さんが説明してくださったように、私も「濫用防止」はもちろん必要だと思って

おります。そのいちばんの目的が、入札を遅らせるような、そういうビジネスの邪魔があるも

のを防止することを目的としているのであれば、先ほどメコンウォッチの松本さんがおっしゃ

ったように、「この訴えは環境社会に関するものだけである」というところで、そういったビ

ジネスの邪魔をするような濫用防止について審査の中で撥ねていくという手続きを徹底され
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るのが、私どもが懸念しているような、本当に被害を受けている住民の方が訴えをしにくくな

るようなマイナス面が避けられるのではないかと考えます。 

 

（ＯＤＡウォッチャーズ坂元氏） 

 もう1点よろしいですか。もっとフランクに言うと、私自身は、大いに、そういう不当なと

か、そういう形で濫用されるところは、どんどん企業の方もアピールしてつぶしていかなけれ

ばいけないと思っているわけです。そうでないと本来の制度のほうに回らないし、被害が起き

るから。そういう意味で、では、それをどういう形で仕組むかというときに、あまり前に出さ

ないほうが……。しかも、日本の業界の方々がある程度まとまっておられるわけですから、で、

競争原理を働かせておられるわけですから、そこからなんらかのアピールを審査役のほうにす

る。審査役のほうは基本的には環境の専門家なので、その方に競争原理のそういうところをお

任せしたり判断させるというのは難しいのではないかと。今後、審査役、審議役の方のメンバ

ーは何人にするかとか、1人とかいうことになると思うのですが、そういう意味合いも兼ねた

意見です。 

 

（発言者Ｄ） 

皆さん、「濫用防止」は必要だというのは共通的な認識だと思うのです。私自身もこれは必

要だと考えてます。例えば、私が被害を受けて正当な申し立てをしたいと思っている人間であ

るならば、ここにある表現は全然怖くないです。要するに、自分が正当であるという人であれ

ば、決してあっておかしくないですし、また、精神規定だとしましても、あったほうがいいと

私は思います。以上です。 

 

（矢島次長） 

 ここは、濫用の防止は当然にして考えるべきであるというのは共通の認識、方向性だと思い

ますので、少しワーディングのところを……。これまでの意見も含めたうえで、あまり大きな

考え方の隔たりはないのだろうとは思うのですが、そこはセカンドドラフトの段階で入れ込ん

でいただければと思います。そういう意味では、この例示の書き方のところだろうと思うので

す。 

 

（発言者Ｅ） 

「濫用防止」が必要だと、そのために十分議論するべきだということは私がいちばん最初の

会合から申しているところでございます。実際ここが議論になっているわけですが、私は基本

的には、「これは異議申し立ての目的に限る」と抽象的に書くのがベストだと思います。もし

産業界の方がそれではどうしても納得できないということであるならば、ここで四つ並んでま

すが、いろいろきょうは話を聞いていて、いちばん懸念されるのは「実施主体の信用・評判を

毀損する目的で利用する場合」というところかと思います。結局、この例示が多ければ多いほ

ど、それだけで住民にとっては非常に使い勝手が悪くなるように見えてくるわけですから、本

当に必要なものに限る、例えば、例示であるならば1個だけにしてしまうということを考えて

みてはどうかと思います。 

 

（矢島次長） 

 私の進め方が抽象的だったかも分かりませんが、まさにそういう方向で、例示はどういうも

のを例示として挙げていくのかということも含めて検討していただきたいと思います。 

 それでは、次に、「以降のプロセス」というところに入っていきたいと思います。ここは、

実際に調査の内容から報告まで、主としてどのくらいの期間を設けて行っていくのかというと

ころがポイントだろうと思うのです。もともと当初、論点整理の勉強会の段階から、他の機関

のケースを見て「非常に時間が長くかかる」と、そういう意味では迅速な報告が必要であると

いうことが大きなポイントだったろうと思うのです。その観点に沿った形でＪＢＩＣの案もで

きているとは思うのでございますが、ここは、以降のプロセスというところで、主として期間
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の問題だと思っておりますが、ご意見がございましたら、ぜひ賜りたいと思います。あるいは、

分かりにくいという点がありましたら、そのクラリファイも含めてお願いできればと思います。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 ここは書き方が違うので、どういうふうに議論していいのか私もあれですが、一応、細かい

何日とか何とかというのはさておき、いくつかポイントがあると思うのです。一つは、例えば、

受理をしなかったとか、あるいは、審査をしないことに決めたという場合に、申し立てをした

人に対して連絡をするのもさることながら、申立者からの反論があるならば、その反論を受け

るということは大事かと思います。 

 二つ目は、実は世界銀行の最初のシステムのときに問題になっていたのですが、あまりにも

申立者がかかわれるフェーズが少ないというのが、かなり大きく、見直しのたびに議論になっ

たことでした。私として思うのは、申立者はもともと遠くにいますし、かなりＪＢＩＣにアク

セスするのがたいへんな人たちなわけですから、やはり申立者が関与できるフェーズというか

プロセスを意識的にいくつかちゃんと用意するべきだと思っているということです。 

 それから、これは後の話になるのでしょうが、情報公開はそれぞれの段階においてきわめて

重要であると言えるかと思います。 

 途中の段階、手続きを始める段階まででいきますと、その三つあたりはとても重要かと思っ

てます。 

 

（矢島次長） 

 情報公開のほうは後ほどに譲らせていただきまして、今の最初の2点、申し立てを、例えば、

受理しない、却下するというケースですが、そのときに、それに対する反論が出てきた場合に

どういった対応になるのかというところ、それから、必ずしも明確ではない書き方になってい

るのかも分かりませんが、ＪＢＩＣ案で考えている申立者の関与、これは中立性という原則の

ところとヒアリングを行うというところなのだろうとは思うのですが、それにさらに付言する

ことがあったら含めまして、ＪＢＩＣから説明を求めたいと思います。 

 

（入柿課長） 

 まず最初の論点の、手続開始却下の決定を申立人に伝えて、そこから反論があったらどうす

るかということですが、申立人に通知する目的は、そういう反論があれば出すということにも

なりますので、そこはもちろん、却下の決定に異議があれば、それはいただいて、再度審査す

る必要があればやるし、全く同じ申し立てであれば却下するということなるということであり

ます。手続きを定めている規定でございますので、全部は書けないということで、そのへんは

あえて書いてはいないということであります。 

 申立人とのコミュニケーションのところですが、まず予備調査のところで、「不足部分につ

いて別途申立人より徴求する」というところがございますし、実際の調査および対話の促進の

ところには、「申立人を含む影響を受けた住民およびプロジェクト実施主体の間の対話の促進

のため、対話を仲介することができる他、個別にヒアリングを行う」ということがございます。

ここのところで、申立人の活躍の場と申しますか、インボルブメントが図られると考えており

ます。 

 

（発言者Ｆ） 

 民間企業の場合は環境問題をすでに配慮しているということがあります。民間プロジェクト

で問題が生じるようなことがあった場合には、すでに問題解決に向けての努力をされているわ

けで、そういった場合に、ＪＢＩＣさんの「対話の促進」が行われるのであれば、個々のプロ

ジェクトのいろいろな状況に応じて対応していただきたいと思ってます。以上です。 

 

（矢島次長） 

 そこは最初の「目的」のところでの議論でもございますが、政府系の金融機関として対話の
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促進には当然限界もございますし、プロジェクトの形態、実施主体によってもその限界の程度

が違うということでもあると思いますので、できるだけのことはやるという形になっておりま

す。逆に言いますと、できないことはできないということでございますので、その点はご理解

をいただければと思います。 

 

（グローブ・ジャパン） 

遅れてきたので、議論とは関係ないのですが、皆様のお手元に配られております、河野太郎

先生から、私見ということで、ガイドラインの異議申し立て手続きにかかわるご意見を全般に

わたっていただいておりますので、ここでご紹介をさせていただきたいと思います。今後、グ

ローブ・ジャパンのメンバー等とも話し合いをしているところですが、委員会等で取り上げた

りということも考えておりますので、できるだけ国際的に高い基準を持ったものを作ってほし

いと思っております。よろしくお願いします。 

 

（矢島次長） 

 ありがとうございました。私から冒頭紹介すればよろしかったのですが。受付のところで配

られて、皆さんのお手元にあると思いますが、河野先生のご意見ということで、これは河野先

生のホームページ上にも掲載されているということでございますので、今後の議論にあたって

は、河野先生の考え方も含めて論点整理をさせていただきたいと考えております。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 以降のプロセスすべてということであればいくつかありますが、まず1点目は、「役割」の

ところでいったん議論したので、それを併せて検討されるならそれでもいいのですが、要綱案

の6ページの4、「調査および対話の促進」。ここはかなり明確に、「ガイドライン遵守にかか

る事実を調査するために投融資部門に対してヒアリングを行う」、それから、その次の（部分）

は「紛争解決のため、個別にヒアリングをする」と書いてある。先ほど入柿さんが、申立者に

対してヒアリングをすることができると書いてあるとおっしゃったのですが、しかし、ここの

書きぶりは、どちらにしても、遵守にかかる事実調査はあくまで投融資部門のヒアリングであ

るという書き方をし、紛争解決のときに各ステイクホルダーにヒアリングをすると。この書き

方に対しては私は疑問があるのですが、ここの真意を教えてほしい。 

 それから、7ページ目に行きます。7ページ目のいちばん最初、これもすでに議論しています

が、ここでまた登場するので、費用請求については、私は、あまりというか、納得できないと

ころであります。 

 あと、「総裁への報告」にかかわるところです。これはどこで議論したらいいのか分かりま

せんが、3ヵ月以内に全部やるということに対して、本当に可能かどうかということを含めて

ご議論いただきたいと思っているのが第1点。 

 それから、ここに書いてあるのは、総裁に報告するのはガイドラインの遵守にかかる事実に

ついての調査結果だけですが、われわれは、不遵守があった場合、こうしたほうがいいのでは

ないかという勧告もその中に含めていいという判断をしています。これについてご議論いただ

きたいということです。 

 その二つで、そこまでです。 

 

（矢島次長） 

 「個別ヒアリング」というのが、ここでは紛争解決に向けた対話の促進に限定的に認められ

ているが、ガイドラインの遵守・不遵守の事実の調査でも必要なのではないかと。そこの書き

ぶりのところが1点目。2点目は、もともとこれまでの段階でも、宣誓させるのはどうなのだと

いう議論がありましたが、それと似たところかも分かりませんが、「費用を請求する」、ここ

まではっきり書くのかというところ。あとは、別の観点の手続き面ということで、「3ヵ月」

というのが実際フィージブルなのかどうかという点。それから、審査役の総裁への報告書の内

容にかかわるところで、異議申し立てを処理するにあたって制度面、手続き面での改善が必要
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であるという場合においては、それも報告の中に入れるのがいいのではないかというのは、こ

れまでの議論の中の方向性でもあったと思いますので、勧告のところは、何か意見があればＪ

ＢＩＣも言っていただきたいと思いますが、そういう方向を受けてセカンドドラフトの中で入

れ込んでおくということだろうと思います。それ以外の、「3ヵ月」も含めた3点について、Ｊ

ＢＩＣ、説明してください。 

 

（入柿課長） 

 まず1点目の調査のところの書き分けでありますが、実際には、ガイドラインの遵守にかか

る事実の調査と、紛争解決のための対話の促進というものが、画然と線が引かれるものではな

いと認識しております。ここは何を言っているかというと、投融資担当部署の義務と、現地の

プロジェクト実施主体あるいは影響を受けた住民の権利と申しますか、義務と申しますか、彼

らに協力を依頼するという、この2点が大きな柱ですので、投融資担当部署であれば、まずは

ガイドライン遵守のためということが中心になってきますし、プロジェクト実施主体と影響を

受けた住民の場合であれば、当然のことながら、紛争解決のほうが主になってくるということ

であります。ここは画然と区別しようということではありません。規定の書き方としてこうい

うのが適当ではないかと判断したということであります。 

 2点目の費用の点については、以前出た議論と同じ話かと思いますので、セットにして検討

したいと思っております。いろいろご意見はもうすでに賜っている部分だと思いますので、そ

こは第2ドラフトのところでご意見を勘案して書きぶり等について検討していきたいと思いま

す。 

 「3ヵ月」が短いのではないかということですが、ここのプロセスの中でも書いております

とおり、3ヵ月間で十分なことができなかった場合には、これを2ヵ月延長すると書いておりま

す。したがいまして、遵守・不遵守については、われわれとしては3ヵ月で十分であろうと考

えておりますし、対話の促進については、3ヵ月プラス2ヵ月ということでございます。とにか

く迅速性を旨としておりますので、そのあたりでがんばっていきたいということであります。 

 そもそもこの異議申し立て制度は、迅速かつ効率的に紛争処理に向けて対話の促進を行うこ

とができるということも重要な特徴となっているということでございますが、本行のキャパシ

ティの範囲内でできることを行うということについてもご理解をいただいていると思います。

したがいまして、問題に対して終局的な解決を必ず出す、出せるというものではないだろうと

認識しておりまして、長期間にわたって活動することが必要な問題であれば、そこはオペレー

ション部門ががんばるとか、他の制度等を使っていただくということになるのではないかと考

えております。 

 

（矢島次長） 

 今の説明では、申立人へのヒアリング云々のところは、逆に言うと、完全にきっちり分けて

はいないということですから、そういう意味では、ガイドラインの遵守にかかる事実の調査と

いうのもあって、さらに加えて問題解決のためのヒアリングも行うという整理ですね。ただ、

文言上こういう形になっているということですか。 

 

（入柿課長） 

 必要に応じて、当然、やるものだと思っております。 

 

（発言者Ｇ） 

たぶんそんなにイメージ自体は違わないと思うのです。ただ、この文章を読む限りは、いっ

たい環境審査役が具体的にどういうことをできるのかというところがいまいちよくイメージ

が湧かないというところで、環境審査役がどういうことを具体的にやれるのですよということ

を書いたほうがイメージは湧きやすいのではないかと思います。 

 これは逆の議論もあって、できること規定を書くとそれに書いていないことはできなくなっ

てしまうのでかえって良くないという議論もあるかもしれないので、そこらへんはむしろ、他



   

 - 11 - 

の方々のご議論をお聞きしたいと思うのです。この文章を読んで、環境担当審査役は、例えば、

現地に行くかどうかということも明確に書かれていないですし、そこらへんを含めた、やれる

範囲というか、やる内容というのをもう少し分かりやすく整理したほうがいいのではないかと

いうのが私の考え方でございます。 

 

（矢島次長） 

 これまでの議論を整理させていただきたいと思うのですが、だいぶ前で何回前か忘れてしま

いましたが、審査役の権限を書くところがございました。そこがややＪＢＩＣ案はあいまいで

あるということで、ここではどういうことができるのか、その調査の内容も含めてその「権限」

のところに入れていこうということは共通の認識として出てきていると思いますので、そこと

のバランスを考えながらここのところの文言修正を行うということでいかがかと思っており

ます。 

 

（外務省高田氏） 

整理はいろいろなやり方があると思います。入柿さんの先ほどの説明には納得したのですが、

いずれにせよ今の書き方ではそうは読めません。遵守のためこう、紛争の解決のためこうとい

う今の書き方では、入柿さんがおっしゃられた規定にはなっていないと思いますので、いずれ

にせよここは整理していただけますでしょうか。 

 

（矢島次長） 

 その点、ＪＢＩＣ、検討をよろしくお願いしたいと思います。基本的な考え方に相違はあま

りないと思いますので、そこをはっきり書くのであれば、そういう修正が必要になってくるの

かと思います。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 繰り返しになりますが、他の機関を見ても、3ヵ月でやれている例はないのです。効率性は

われわれも大事だと思って原則にも入れてますが、それでありながら「6ヵ月」と。ここは6ヵ

月でも早いほうだと思います。それを「3ヵ月」にするには、組織面での対応とかが絶対に重

要になってくると思うのです。これは組織での議論のところで改めて言いますが、組織は小さ

くする、でも、3ヵ月でやるというのは絶対無理だと思ってますので、そのあたりについてど

ういうふうに考えているのか。これまでの世界銀行なり、アジア開発銀行、マルチはあまり参

考にならないと言う人もいますが、しかし、少なくとも先行例として、そういうところが6ヵ

月でも早いほうだと言う中で、3ヵ月でやるというのには、それなりにＪＢＩＣとしての考え

があってのことだと思うので、「単に効率性の原則で3ヵ月にしました」では、私としてはあ

まりに理由として不十分ではないかと。もう少し納得のいく理由を言っていただきたいと思っ

てます。 

 

（矢島次長） 

 そこは、先ほどのＪＢＩＣの説明ですと、できるだけ早くやりますという意味で「3ヵ月」

なのでしょうから、これは多分に、この審査役、あるいは事務局のスタッフをどうしていくか

というところとも関連が相当出てくると思います。そういった考え方は、後ほど、ＪＢＩＣ側

の考えていることも披露していただきたいと思っております。そういう中で立ち返って、今、

何ヵ月がいいのかというのはなかなか分からないところでもございますので、併せてまたこの

点につきましてご意見をそのときに賜りたいと思っております。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 では、最後にしますが、何ヵ月というのを計算するのは、受け付けて最初の受理の要件を満

たしているかどうかにどのぐらいかかるか、その際に現地とコンタクトを取るのにどのぐらい

かかるか、そして、現地に調査に行く場合どのぐらいかかるかというのが今までの経験からあ
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って、それを考えると「3ヵ月」というのは本当にたいへんであると。私は根拠もなく言って

いるわけではないということはまず理解してほしいということであります。 

 その場合、さっき延長の話をしましたが、対話については2ヵ月の延長と書いてありますが、

遵守については延長規定がないということからも、私はかなり厳しいことではないかと思って

ます。 

 

（外務省高田氏） 

 アイディアですが、これは反対のご意見もあるかもしれないのですが、原則とか、基本とか、

「これが基本なのだが、どうしてもできない場合はもう少しかかるのもしょうがない」という

書き方もあるのかと。ただ、そう書くと歯止めがなくなってしまうという懸念もあるので、私

も絶対それがいいという自信もないのですが、一つの議論するアイディアの中には入れていた

だけますか。 

 

（入柿課長） 

 われわれも別に「3ヵ月」を全く根拠なしに言っているわけではございません。通常と申し

ますか、われわれのほうで環境審査を、例えば、外部に一部委託することがあるわけですが、

そういった際にだいたい2ヵ月ぐらいで報告書まで上がるというのが経験的に分かっておりま

して、それを入れて「3ヵ月」にしたということであります。 

 さらに、これは別に新たに調査をするとか、データを取り直すとかいうものが入ってくるも

のではない、遵守・不遵守については特に、ということなので、それだけあれば十分ではない

かと経験的に判断しているということであります。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 今の件は、それぞれデータ、実務をつれて議論をしたほうがいいと思います。そういったデ

ータを提供していただいて判断したらいいのではないですか。「3ヵ月」が適切かどうか。そ

れから、もし「3ヵ月」だったら、それの体制を組むとおっしゃったので、組織もそれに対応

したものかどうか。そういうデータを今度出していただいたほうがいいと思います。 

 

（矢島次長） 

 データというのは、今のＪＢＩＣの説明では、だいたい2ヵ月ぐらいでという、そういうこ

とがありましたが……。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 どういうものに対して、どういうプロセスでどういう時間かかったか、具体例です。こちら

もおっしゃっているでしょう。時間がかかるとおっしゃっている。両方おっしゃるわけだから、

事実関係は情報がないと分からないです。今は、ここの段階は無理ですから、そういうことで、

次、お願いしたいということ。 

 

（矢島次長） 

 いずれにしましても、組織とも絡むところではあるので、そのところでまた立ち返って話し

たいと思います。 

 

（発言者Ｃ） 

ＯＤＡについては特にあれこれ言うことはないのですが、ＯＯＦの場合、ＪＢＩＣはあくま

でもワン・オブ・レンダーズであるケースも多いわけです。他のこういう制度を持たないＥＣ

Ａ、あるいはコマーシャルバンクとのコーファイナンスというケースのほうがおそらく多いか

と思いますので、あまりここの期間を長くして、他のレンダーが御行の意思決定に引きずられ

てずるずる行くということになると、おそらく出てくるのは、申し訳ないですが、「ＪＢＩＣ

さんはどいていただけませんか」とかいう話になりかねない。そうすると、必然的に、御行が
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消えるということは日本企業も契約を破棄されて消えていくということになりかねませんか

ら、そのへんは慎重に対応していただきたいです。3ヵ月でもちょっと長いという気はするの

ですが、ここにあります、ＯＯＦについては「3ヵ月」ということでぜひやっていただきたい。 

 

（矢島次長） 

 今の点、補足説明をいたします。民間の非常に大きなプロジェクト、あるいは複雑にリスク

を取らねばならないプロジェクトになりますとなかなか一国の輸出者あるいは政府金融機関

では賄いきれないものがあります。また、もともとプラント自体が多国間のプラントの寄せ集

めになっているようなケースは往々にしてあるのですが、いくつかの輸出信用機関、例えばア

メリカの米輸銀とＪＢＩＣ、あるいは、ドイツのＫｆＷといったところが、ジョイントファイ

ナンスと呼んでいるのですが、協調して一つのプロジェクトに融資をするというケースがござ

います。そうなりますと、手続きのハーモナイゼーションが必要になってくるというケースが

往々にして出てまいります。その点についてのご懸念を今、表明されたということであろうと

思います。 

 それから、「3ヵ月」というそこは、もともと目的が、遵守・不遵守の調査をして、さらに

加えて問題の解決ということで、目的が達成されるに十分であるが、しかしあまり長くない、

効率性を持ってというところが基本なのだろうと思います。また、今後の「組織」のところの

陣容との関係が来ます。あるいは、先ほどご発言がございましたが、具体的に調査の過程では

どんな手順が必要で、それにだいたいどのくらい要するのかというのは、ＪＢＩＣ側の現状で

は3ヵ月で十分であろうということでございましたが、その手続き面のところも含めて期間の

妥当性は考える必要があるということです。後ほど、審査役および事務局をどういう形でオー

ガナイズしていくのかというところと併せた形で、もう一度この期間の妥当性についていろい

ろなご意見を賜りたいと考えております。 

 それでは、次に、「モニタリング・フォローアップ」というところに移っていきたいと思う

のですが、ここでは、ＪＢＩＣの……。はい、どうぞ。 

 

（環境省小川氏） 

その前に、3点ほどうかがいたいのですが、よろしいでしょうか。 

 一つは、3の手続開始決定のところの最初の項目で、2行目で、記載内容に「相当程度の合理

性が認められる場合には手続開始をする」となっているのですが、「相当程度の合理性」とい

うのは非常にあいまいな言葉でありまして、これで判断すると、環境審査役の入り口での裁量

があまりにも大きくなってしまうと思います。合理性があるかどうか、因果関係があるかどう

かという問題は非常に難しい問題でありまして、窓口ではなくて、本審査の中で検討されるべ

き問題だと思います。そういうことで、ここは、形式的な要件に合っていて、特段の却下の理

由がない場合には、原則本審査に進むべきではないかと思います。これが1点です。 

 それから、4の、6ページのいちばん最後の三つ目の・でありますが、「環境担当審査役は当

事者の見解をバランス良く聴取すべきである」。これについては全く問題はないと思います。

ただ、その後、「各当事者への個別ヒアリングは可能な限り同様の形式・回数で行われるべき

である」となっておるのです。ここは、当事者は、それぞれ地域住民と、企業、ＪＢＩＣの部

門は、プロセスにするとどのぐらい知っているか、あるいは、能力的に相当差がありますので、

形式的に同じ回数を割り当てるとか、形式面で同じということだけにこだわりますと、実質内

容的には十分バランスの取れた聴取ができないということがままある。そのへんも、世銀の例

などを聞くと、申請した側からの不満の非常に原因になっておりますので、そこについては「実

質的な公平性、バランスが担保できるように」ということで考えるべきであると思います。 

 それから、5の「総裁への報告」の2点目ですが、ここは質問です。2行目からの「もしくは、

特にガイドライン遵守・不遵守にかかる事実について環境担当審査役の調査を必要としないこ

とに当事者の合意があるときには」これこれとなっているのですが、この趣旨が私はもう一つ

よく分からないので、ご説明をいただきたいと思うのです。全体の趣旨として、遵守・不遵守

という問題と紛争処理という問題がここで混乱しているような気がいたします。この異議申し
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立ての本来の趣旨、いちばんの趣旨が遵守・不遵守でありますので、そこについては、まず的

確に判断するべきではないかと思います。その点で、2行目、3行目のところがよく分からない

ので、教えていただきたいと思います。 

 

（矢島次長） 

 それでは、「相当程度」と書いてありますが、ここは「手続開始」ではなくて、「本審査」

で考えればいいのではないかという点。それから、中立性というのでしょうか、「バランス良

く」よりも具体的な表現として「同様の形式・回数」ということになっているのですが、むし

ろそういう形式的なものではなくて、実質が担保されるような形の表現のほうが望ましいので

はないかというのが2点目。あとは、「総裁への報告」のところの真中の・でございますが、

「もしくは」以降のところが分かりにくいので、ここの説明。この3点、よろしくお願いしま

す。 

 

（入柿課長） 

 まず1点目のところですが、ここの部分をよく読んでいただきますと、「別添の検討フォー

ムに従い」と書いてございます。それは別添の5になりますが、14ページであります。ここで

「相当程度」と言っておるのは、この検討結果、ここにチェックリストのようにしております

が、ここを埋めていくことがまず最初に環境審査役がやらなければいけない仕事でありまして、

この中で一つ二つバツがあるということで却下するということにはなかなかならないだろう

と思っております。ここでいくつかバツがあるが、相当程度の合理性が認められるので手続き

開始の決定を下すということであります。決して完全に抽象的に言っているわけではなくて、

かなり具体性のある検討結果に基づいて言うとご理解いただければと思います。 

 2点目の、バランスの点で形式面しか書いていないので実質面もということでありますが、

ここはわざわざ形式的なところを書いた趣旨は、やはり外から見える公平性というところがど

うしてもあるので、多少そこに気を遣って書いたということであります。ですから、趣旨とし

ましては、きっちりとバランス良く両方に対応する、そこは実質的にも形式的にもバランスが

取れていることがいちばん望ましいわけですが、確かにおっしゃることもよく分かりますので、

このへんは書きぶり等、別途検討してまいりたいと思います。 

 3番目の、「総裁への報告」の中で、「特にガイドライン遵守・不遵守にかかる事実につい

て環境担当審査役の調査を必要としない」ということでございますが、これは、当事者、申立

人のほうから、例えば、これは「3ヵ月」と切っておりますし、遵守・不遵守に注力してもら

うよりはむしろ対話の仲介を中心に行ってほしいというものが来るのであれば、それはそれで

対応していこうということを表したものであります。ここはそんなに乱発されるものであると

は考えておりません。なるべく間口を広く取ろうという趣旨であります。 

 

（矢島次長） 

 よろしいですか、今の説明……。はい、どうぞ。 

 

（ＦｏＥ松本氏） 

 今、議論するところでなければご指摘いただきたいのですが、私どもＮＧＯの提案の中では、

虚偽の申し立てではないということが明らかになった、本調査に入る時点、それに入った時点

で融資契約がまだ結ばれていないものに関しては、その調査の期間中に融資契約を結ぶことは

止めてほしい。本調査の期間中は融資契約は結ばないということをきちんと明記していただき

たい。これは、仮に調査で不遵守ということになれば、当然のことながら融資契約ができるも

のではないとは思うのですが、その調査が実際進んでいる、虚偽の申し立てではなくて進んで

いる場合に、融資を調査の途中で契約するということは手続きとして止めていただきたいと思

っております。 

 もう1点は、調査報告書の中身です。これは何も特に書かれておりませんが、ＮＧＯの提案

の中では、当然のことながら現地で起きている社会環境影響がＪＢＩＣの環境配慮の不遵守に



   

 - 15 - 

よるものかどうかの判断と、その根拠とその説明、2点目です、3点目が不遵守にかかわる対策

についての意見について具体的に書く、4点目がインタビューをどういう方にしたのかを書く、

5点目に、どういう資料を参考にしたのか、その文献のリストなどを書くと。これはＮＧＯの

提案の14ページから15ページにかけてですが、調査報告書の中にはこういったものを盛り込ん

でいただきたいと思っております。ぜひ、細かい点ではあるかと思いますが、そういったとこ

ろもこの手続きの中で組み込んでいっていただきたいと思っております。 

 3点目は、先ほどの時間の問題と少し関係するかもしれないのですが、私どもは、最終的な

調査報告書が出される前に、きちんと事業者や、あるいは申し立てをした人から、ドラフトの

段階で一度意見聴取をして、それも踏まえた形で最終報告書にしていただきたいと思っており

まして、それに対して特に意見を述べる期間を15営業日、さらにそれをまとめる期間を10営業

日、合わせて25業務日を計算しているのです。こういったこともやっていくことになると、や

はりある一定の期間が必要ではないかと思っておりますので、期間を考える際にここのところ

も考慮に入れていただきたいと思っております。 

 

（矢島次長） 

 今の点は、まずは、融資契約前に本調査を行っていれば、その融資の判断を延ばすというこ

とですが、ここは、多分にきょうの最後の段階でＪＢＩＣ側の考えをもう一度確認するという

のが前回の約束だったと思いますが、申し立ての期間をどうとらえていくのかというところと

非常に関連するところですので、一度、きょうのところを進めたうえで、ＪＢＩＣ側の考えを、

そういう約束になっていたと思いますので、話していただいて、そこの段階でまた議論をして

いただくのがいいのかと思います。 

 報告書の中身のところは、一般的にはおっしゃったような内容が入ってくるのだろうと思い

ますが、ここでは必ずしも具体化してません。後ろにあるのですか。後ろのところも含めた説

明をしていただきたいと思います。 

 あと、ドラフト段階で意見聴取するというのは、これはまた時間等の関係も出てくるのだろ

うと思いますが、十分ヒアリングをしたうえで審査役が判断するということだろうと思います

ので、どこまでドラフトを提示する必要があるのかというのは、手続き論としてかなり議論が

あるところだろうと思うのです。その2点について、ＪＢＩＣ側から。 

 

（入柿課長） 

 まず、報告書の内容ですが、18ページ、別添7というところに、「環境担当審査役の報告書

の骨子」ということで、ここにわれわれが今考えているところの項目を列挙しております。こ

このところにつきましては、これは報告書の骨子ですので、これまでいろいろとご議論されて

きたものの結果を踏まえて再度見直しをするということかと思います。 

 審査役がいったん申立人等に審査結果について意見を求めるということについては、われわ

れとしましては、審査の中立性といいますか、独立性を十分に確保するためにはそういったプ

ロセスはむしろ取らないほうがいいと考えております。 

 

（矢島次長） 

 他に意見はございますか。どうぞ。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 ドラフトを示して意見をいただくという手続きは、「独立性」というご意見でしたが、逆に、

きちんとした客観性の高い報告書にするためには確認が必要です。ドラフト段階で結構きちん

と事実関係が確認されることはありますから、その意味では、ドラフトできちっと出して答え

てもらうというのは大事なプロセスではないですか。最近、私のところの大学の中で若干似た

ようなことがありました。ドラフト段階できちんとしたレスポンスがなかったのでちょっと困

ったということはつい最近あったものですから、やはりそういったことは、こういった報告書

を作るにはたいへん大事なことではないですか。 
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（矢島次長） 

 ここは、異議申し立てをいただいて、それに対して審査役がいろいろな方々から中立的に話

を聞いたうえで取りまとめるということなので、申し立ての方に、通常、他の類似の制度を見

ましても、ドラフトを提示して意見を聴取するというのはなかなか考えにくいのではないかと

思います。そこは、ＪＢＩＣ側としても新たな提案だとは思いますので、少し検討はしていた

だきたいと思いますが、異議申し立てを受けてそれの判断を下すということでございますので、

ドラフト段階で提示するというのは手続きとして考えにくいのではないかと思います。そこは

少し検討していただいたほうがいいかと思います。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 今のは、事実関係の確認という意味では、ドラフトに書きますね。必ずしもきちんと事実が

記録されない場合が普通起こるのです、人間のやることですから。その意味で、ドラフト段階

でもう1回チェックするというのはおかしくないと思います、手続き上。だから、意見、議論

して決め……。 

 

（矢島次長） 

 報告書、あるいは結論部分ということではなくて、あくまでファクトの確認ということでお

っしゃっているのですか。そういうことであれば、また少し違う考え方も出てくるかも分かり

ませんが、そこは少し検討していただければと思います。どうぞ。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 今のところの補足ですが、ドラフト段階で、両方の意見を集めるのですね。投融資部門と申

立者と、両方とも意見を言ってもらう。特に遵守・不遵守にかかるところなものですから、そ

こについては、根拠となる事実関係について、投融資側、それから申立者側から意見を言って

もらう。それは、今、原科先生が言ったように、事実関係をちゃんと精査するということと、

もう一つ、実は、その後でその三つを情報公開するのが、一般的というか、国際機関で行われ

ていることです。そのことによって、ある種、審査役というかそこの審査がやったことが本当

にちゃんとバランスが取れているかということをさらに外側の人間がチェックしているとい

うのが国際機関の場合はあるわけです。つまり、最終報告とともに、そのドラフトの段階で寄

せられた申立者と投融資担当部門の意見、その三つをみんなが見られて、これならこういう結

論になるのだろうということがある種アカウンタブルになるという意味で、国際機関はその三

つを公開している。これは補足的な情報ということです。 

 

（矢島次長） 

 それでは、次の「モニタリング」のところに移らせていただきたいと思うのですが、ここは

……。 

 

（発言者Ｂ） 

 お配りしたＪＢＩＣの案の18ページの別添の「環境担当審査役の報告書の骨子」を見ており

まして、異議申立者からの、内容に対する、いろいろ調査したところを書くということですが、

確認です。プロジェクトの場合について、いろいろな人がたぶんいるでしょう。このプロジェ

クトに対して、「ガイドライン不遵守で、したがって反対である」という地域住民の人と、「ガ

イドラインは遵守していてプロジェクトには賛成である」という地域住民の人と2人いるとし

た場合につきまして、普通多数決を取ったりするものですから、そういうのが通常だと思うの

ですが、この報告書の骨子の中には、異議申し立ての人はもちろん意見が入ると思うのですが、

そのプロジェクトに関係する人で、逆に立場を異にする地域住民の人の意見、逆に言うと「ガ

イドラインを遵守してプロジェクトはやっていくべきである」という地域住民の人の意見もあ

れば、それもきちんと網羅されて報告されるという理解でよろしいでしょうか。 
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（入柿課長） 

 そこはそのとおりでございます。 

 

（矢島次長） 

 それでは、次に、「モニタリング・フォローアップ」のところに移らせていただきたいと思

うのです。ここはＪＢＩＣの案は非常に簡単な記載になっているというところもありまして、

一方で、メコンウォッチ、ＦＯＥジャパン等15団体11個人の方々のご提言の中では、ポイント

としましては、不遵守への対応をモニタリングすべきであるということです。審査役の提言に

対して、総裁からの投融資部門に対する指示がどういう形で行われているのかというところの

モニタリングが非常に大きなポイントだろうと思いますので、そこは、そういう提言も含めて、

ＪＢＩＣ側の考え方をまず説明していただきたいと思います。 

 

（入柿課長） 

 ここのところは、われわれとしましては、環境審査役の役割は、遵守・不遵守を判定し、さ

らに対話の促進を行うということですが、一応期限を切って行う、で、その結果を総裁に報告

して、その後、その報告を受けて、事務方と申しますか投融資担当部署がなんらかの措置を取

るということでございます。したがいまして、フォローアップのアクション、モニタリングの

アクション等は基本的にはすべて投融資担当部署の責任において行うということを考えてお

りましてこういう形にしたということではございます。 

 ただ、いろいろと言われておりますが、この環境担当審査役がまるで何もしなくていいのか

ということになろうかと思うのです。そこは、われわれのほうとしましては、ある程度投融資

担当部署から報告をさせる、定期的に報告をさせることは必要かと考えております。環境担当

審査役のほうも、活動状況ということで、それぞれ報告と申しますか、外に対して公開してい

くことになろうかと思いますので、そういった中で、多少そういった点についても必要があれ

ば触れていくということかと思っております。 

 

（矢島次長） 

 いかがでしょうか。だいぶクリアにはなってきたのではないかと思いますが。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 ここに書かれていることとその後の入柿さんの補足説明との間に若干のギャップがいつも

あって、当惑するところがあるのです。要するに、今、おっしゃったようなことは、書かれて

いるところでは分からない。かつ、7ページ、ＪＢＩＣ案の「モニタリング・フォローアップ」

で、「案件のモニタリングは」と書いてあるわけです。つまり、われわれが議論しているのは、

このプロジェクトそのもののモニタリングを審査役がするべきだと言っているわけではなく

て、矢島議長に読んでいただいたように、不遵守の場合、それへの対応策が総裁の指示で投融

資部門に出る、それが行われているかどうかはここの審査役がモニタリングをして、定期的に

それを年次報告という形で明らかにしていくべきではないかというのがわれわれの趣旨です。

かつ、それは永遠にやらなければいけないかというと、そうではなくて、対照表で言えば、最

後から2番目ですか、その次のページになりますが、十分な対応を取られたと審査役というか

パネルが判断した場合は、そういう判断をしたということで関与の終了を総裁に報告するとい

うことでもちろん区切りはつけるわけです。そういう意味からいくと、ここは、私とすれば、

この審査をした側の人間が対応策についてはモニターをしていく。世界銀行のときの経験から

実は私はこれを言っているのですが、結構そういう問題があったものですから、ここは、申立

者とかそういう人たちからの意見を歓迎してモニタリングをしていくというのが、せっかくこ

この制度を作っているわけですから、うまく機能させるためには重要なことだとは思ってます。 

 

（入柿課長） 
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 そこは言葉足らずですみません。これまでのところはわりと、この文章はこういう意味だと

いうことで申し上げていたところですが、ここの部分は明確にこういうふうに書いたが、その

後、いろいろとご提案等も受けて書き直したいとということであります。 

 

（ＯＤＡウォッチャーズ坂元氏） 

一つ分からないのですが、ＪＢＩＣのほうの調査する主体は、投融資担当部長になるわけで

すね。で、同じＮＧＯですが、メコンウォッチや地球の友のほうの15団体等が主張しておられ

る趣旨の主体は、たぶん環境担当の審査役のほうが主体になると思うのです。私はそれがいい

と思うのですが。その場合に、環境担当の審査役は、環境ガイドラインで自分が報告書を総裁

に出しているわけですね。その当該目的と当該主体についてある程度モニタリングしないと、

出しっぱなしになってしまうのではないかという点が1点あります。 

 それは今後の「組織」の問題にかかわってきます。どれだけの手足が要るのかとか、どのぐ

らいの経費をかけるべきなのかとか、どれだけの期間が要るのかとか、この問題はありますが、

その話については、今のご説明である程度理解しているという趣旨で理解していいのかなと思

うのです。そこが1点です。 

 もう1点は、技術的な話ですが、この前の議論のときに、「期間」のところで、融資契約調

印後にその前にさかのぼることができるかどうかという議論と、貸出終了で、プラスモニタリ

ングの期間まで行けるのではないかという議論があったと思うのです。このモニタリングのと

きに申請を出したときには、まさにモニタリング中のフォローアップ作業中にまた環境審査役

が調査に入るわけです。こういう矛盾もあるので、基本的にはある程度環境担当審査役のほう

に主体的なフォローアップの調査部隊か何かが必要ではないのかと、実務的にも、思うのです

が、いかがでしょうか。考え方が間違っていたら教えてください。 

 

（矢島次長） 

 そこはそういう誤解もあると思います。私はかなり明確に申し上げたつもりですが。ここで

の設計は、報告書が審査役から総裁に対して出されて、それについて総裁が判断して、投融資

部門に改善の指示が出る。そこの改善を行いながら案件を、まさにそういう意味では問題の解

決に向けた改善というのも入ると思いますが、それを行っていくのは投融資部門である。審査

役は、その投融資部門が勧告に基づいて作業を行っているのかどうかというのをモニタリング

するという構成でご理解をいただいているのではないかと思っております。 

 

（外務省高田氏） 

同じ「モニタリング」という言葉を、ガイドラインでのモニタリングと、ここの申し立て手

続きのモニタリングで、違う意味で使うというのは、今のような混乱も招きます。これはもと

もとガイドラインを受けての申し立て手続きですので、ガイドラインのモニタリングは「モニ

タリング」、異議申し立て手続きの総裁に報告を出した後どうなっているかというのは、例え

ば「フォローアップ」というふうに、言葉を使い分けることをすれば、今のような混乱は起き

ないでいいと思います。 

 

（矢島次長） 

 分かりました。確かにそういう整理は非常に分かりやすいと思いますので、そういう点も含

めまして、多分に言葉の定義が違っている、あるいは、これまでの議論も、想定しているプロ

ジェクトが違っていてなかなか議論がかみ合わないところもありますので、今のは一つのいい

アイディアだと思いますので、含めて考えていただきたいと思います。 

 それでは、次のページで、「情報公開」のところに移っていきたいと思います。情報公開の

ところは、申し立ての申請書の中にもそういう事実がございますし、ポイントとしては、申し

立てを受理した時点でどう考えるべきか、それから、報告書の提出時点と、それから、今のよ

うなことがあれば、フォローアップ後のそれをどう考えていくかという、大きく三つの時点が

あると感じております。まずは、ＪＢＩＣの基本的な考え方を説明していただいて、それから
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話を進めていきたいと考えております。 

 

（入柿課長） 

 「情報公開」ですが、私どもは、特殊法人と申しますか、独立行政法人等情報公開法の枠内

で活動しているわけでありますので、その趣旨に従ってやっていくというのが大前提になりま

す。それをご理解いただいた上で、誰に対する情報公開かというのが二つあると思うのです。

一つは申立人とか当事者です。あとは、広い世間ということになろうかと思います。まず、異

議申し立てが行われたときには、異議申し立ての受理の事実について申立人に書面で連絡する、

それから、調査開始となったかどうか、異議申し立てを却下した場合、その旨をまた申立人の

ほうにきっちりと連絡をします、ということです。それで、最終的な環境担当審査役の報告書、

あるいは投融資担当部署の意見書については、これはかなり案件情報等が入りますので、基本

的には当事者間の合意に基づいて広く公開するということを考えております。 

 一つ抜けておりますが、環境担当審査役の報告書、それから、投融資担当部署の意見書は、

後ろのフォームを見ていただくと分かりますが、申立人には通知することになっています。 

 その他、環境担当審査役が業務を通じて知り得た情報については、当事者の合意、および法

の定めるところ、今言いました情報公開法に基づいて公開することができるということであり

ます。 

 それから、環境担当審査役のほうは、なるべく広く活動を認知されるように、パンフレット

等を作成して広く広報努力をしていくということであります。 

 

（外務省高田氏） 

8ページの「その他業務を通じて知り得た情報」というのは、報告書でもなくて、いったい

どういうのを想定しているのか、これはどういう趣旨の規定なのか分からないのです。 

 

（入柿課長） 

 これは、調査の過程で入手した原資料です。報告書を書くにあたって参照した原資料等を指

しているものです。 

 

（外務省高田氏） 

 それを公開することができるというのは、情報公開法上の開示請求という意味ではなくて、

分かったことを、報告書ではないが積極的に出そうという場合があるかもしれないという意図

ですか。 

 

（入柿課長） 

 いいえ。ここは、基本的には情報公開法に基づく開示請求に対して行うということでありま

す。ここに書いた意味は、両当事者間に、そういった情報も法の定めるところにより公開され

ることがありますよということをリマインドしておくための規定であります。 

                             

（矢島次長） 

ここは先ほどの議論ではないですが、言葉の定義が、いわゆる積極的に情報提供していくと

ころと、情報公開法の下で請求が来て対応する情報公開と、若干ニュアンスが違うのが二つ入

っている感じもしますので、整理が必要かも分かりません。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 そういう意味で、若干誤解が生じる可能性があります、「当事者間の合意に基づき行われる」

という言い方は。今、おっしゃったのは、情報公開法の対象になるのは、当然、公開ですね。

「その他」ということですね、その他に関しては「当事者間の……」、そういう趣旨……。 

 

（矢島次長） 
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 今、私が整理をしたのは、異議申し立ての手続きがありまして、これに基づいて、そういう

意味では先ほどお話しましたいくつかのマイルストーンで出すものがあるのだろうと思うの

ですが、それをどういう形で情報提供していくのかというのが一つあるのだろうと思うのです。

それとは別に、法人文書として、すべてのものが、原資料も含めてＪＢＩＣの中に蓄積される

ということでございますので、それに対して情報公開請求が出てきた場合には、その法の精神

に則りながら情報公開をしていかなければいけない。もちろん情報公開法の精神に則りながら

情報提供も行っていくわけですが、そういうことにおいて「当事者間の合意」ということが出

てきているということだろうと思うのです。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 いくつかあるのですが、一つは、公開されるものの対象です。私は、例えば、不受理だった

場合、それに対して反論が出てきた場合は、そういうものも公開されるべきではないかと思っ

ています。 

 それから、これは入柿さんが最初に整理したとおり、パブリックに向けるものと申立者に対

してと、2種類あるわけですが、私は、この制度の意味からいけば、申立者に送ったものを公

開することは必要ではないかと思います。 

 それから、「当事者間の合意」と言った場合、この「当事者」というのは誰なのかというこ

ともあると同時に、私とすれば、この制度の性格上、遵守・不遵守を問うわけですから、この

報告書については基本的に公開、それに対する投融資部門の対応策についても基本的に公開で

あるとするべきではないかと思います。 

 例えば、個人情報に関する部分とか、あるいは、商業上の秘密については情報を公開できな

いということはもちろん書く必要があるのかもしれませんが、基本的には公開を原則にする。

この「当事者間の合意」というのが本当に、遵守・不遵守を問うた審査過程の報告書と、それ

に対するＪＢＩＣの対応策のところで必要なのかについては、はなはだ疑問があると思います。 

 

（矢島次長） 

 ここは、考え方の整理として、報告書は、ＪＢＩＣ案にも出ておりますが、原則開示すると

いうことでございますので、そういう意味では、報告書の書き方にもよるのだろうと思うので

す。その中に、当然にして、民間プロジェクトの場合ですと民間企業の競争上の不利益になる

といった情報が多々入る可能性がございます。ですから、そういうものを含めて、そういうも

のも多分にいろいろ入っている情報について、例えば、情報公開法の下で請求を受けた場合に

は、その部分は墨塗りになって出ていくということでありますが、報告書を墨塗りで情報提供

するというのは格好が悪いというのでしょうか、現実的な話ではないと思いますので、そうい

う意味では、一つは報告書の内容の書き方にもあるのかと。ですから、情報公開をある程度前

提にした形の報告書の書き方が当然にして出てくるのではないかと思いますが、そのへんはい

かがですか、ＪＢＩＣは。 

 

（入柿課長） 

 まさにそのとおりで、基本的には、原則は公開でありますが、どうしても環境担当審査役の

報告書、あるいは投融資担当部署の意見書なるものが情報公開法に照らすと不開示になる情報

をかなりの程度含まざるを得ないかもしれない。法人情報であったり、商業上の秘密、個人情

報も入りますので。したがって、そういうものをある程度公開するためには、最低限にしか書

かないとは思いますが、ここは、「当事者間の合意」が要るということを一つ書いておく。金

融機関として、われわれとしても守秘義務を負っておりますので、そういう原則をここできっ

ちりと書いておきたいという趣旨であります。 

 

（矢島次長） 

 ですから、さらに加えるとすれば、合意が得られやすいような形式で報告書をもともと作成

していくというのはあるのだろうと思います。はい、どうぞ。 
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（外務省高田氏） 

 さっきのところと関連するのですが、同じことの繰り返しにもなるのですが、その他のとこ

ろの、「当事者の合意および法の定めるところ」というのが、これがもし情報公開法の趣旨で

あるならば、「当事者の合意」というのは要らないと思います。「法の定めるところ」だけで

情報公開法と一致しますので。情報公開法の開示ではなくて、別に何か意図があって公開され

るというならば、それは「当事者の合意」があり得るとは思うのですが。 

 それから、今も議論になっていました報告書のところですが、「当事者間の合意に基づき」

という今の書き方だと、当事者間で合意できないところが入っていると全部が公開されないよ

うに読めるのです。おそらく企業の方、あるいは相手国側にとって、合意されては困ることは、

法人情報などで当然あり得ると思うのですが、それは、そこが伏せられた形で、墨塗りは確か

に格好良くないというのはよく分かるのですが、切り離すか何かして、公開できないところは

公開しないのだが、公開できない部分があるからといって全部が公開されないように読むのが

素直じゃないかなという今の書き方は工夫をいただければと思います。 

 

（入柿課長） 

 最初の点ですが、私どもの考えでは、情報公開法との関係ですが、情報公開法の中で、法人

情報等で非公開を前提に提出した資料は不開示事由になるわけです。で、当事者間の合意があ

れば、そこは不開示が前提ということにはならないのです。したがって、当事者間の合意があ

れば、法の定めるところによって公開される範囲が広がるということなのです。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 非開示情報は6種類ありますが、例えば、意思形成過程情報は原則公開なのです、よほど相

当事由があった場合に部分的に非開示になるのです。そこは、原則公開だが、6種類に関して

は……。個人情報とか、法人情報とか、意思形成過程……、いろいろあります、6種類。とい

うことなので、原則公開。だから、おっしゃるように、当事者間で合意しても、例えば、それ

は公開しなければいけない場合もあります。だから、自動的に非公開にならないです。言い方

が少し誤解を招くのではないですか。 

 

（入柿課長） 

 そこはそういうふうに申し上げたわけではなくて、法の定めに従って不開示情報になる情報

であっても、当事者間の合意があれば不開示にならないということがあり得るので、ここに「当

事者間の合意」と書いたということを申し上げているのです。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 一つよく分からなかったのは、受理をされたかどうかというのは申立人に行くわけですが、

最終の報告書とか意見書については本人に渡されるかどうかがないということが一つと、では、

その申立人が自分で公開してしまうということができ……、つまり、守秘義務を申立者に負わ

せるつもりなのかどうかという、2点を教えてほしいのです。 

 

（入柿課長） 

 最初の点は、ご説明しましたとおり、別添の、そこは抜けておるところでありますが、17ペ

ージに、申立人への報告の通知例が出てますとおり、申立人には報告書ならびに意見書を送付

いたしますということであります。それで、原則でございますので、報告書、意見書はそれぞ

れ当事者の合意に基づき今後公開されることになります、と書いております。したがいまして、

若干、前のほうの書き方が混乱を招くということであれば整理はいたしますが、われわれの意

図としましては、基本的に、当事者の合意を得てすべて原則公開するということであります。 

 だから、なんらかのあれがある場合には守秘義務を課すこともあり得るということであろう

かと思いますが、ここは原則としてそういうことはないということです。 
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（矢島次長） 

 今の点は、後半の部分は報告書の情報公開をどう考えていくかということでありましたが、

その前の段階で、メコンウォッチの松本さんからは、申し立ての受理をした段階での公開とか

いう点も含まれておりました。報告書の段階になりますと、原科先生がおっしゃっていたよう

に、意思形成過程ということにはならないと思いますが、むしろ個人情報、法人情報というと

ころにかなり不開示情報が限定されてくるとは思います。一方で、申し立ての受理のところに

なりますと、これから審査をしていくということでございますので、そこは、報告書とはまた

別の観点で情報公開をするのが適当かどうかという、いろいろなご意見があるのだろうと思い

ます。そのへんのＪＢＩＣの考え方について説明お願いします？ 

 

（入柿課長） 

 申し立てがあった事実をわれわれのほうから積極的に公表することは考えていないわけで

すが、当事者が公開してしまうということについては、実効性もありませんし、それを言うな

というのは、そこまでは無理かと思っています。 

 ここでわれわれが申し上げておりますのは、申し立てを受理しましたということで、どうい

う内容の申し立てを受理したのかということを、われわれのほうから、調査が完了するまで、

出すということは考えていません。 

 

（環境省小川氏） 

今、入柿さんのお話で、先ほどは原則公開すると言われたのですが、今の直近のお答えでは、

申し立てがあった事実を積極的にＪＢＩＣのほうから示すつもりはないと言われたのですが、

そのあたりで、原則論がどうなのかよく分かりません。私は、情報公開のここに書いてあるの

を厳密に読むと、もし当事者が合意しなければ案件の存在すら全く外に出ない可能性があると

思うのです。そうすると、ここに書いてあるのは、原則公開ではなくて、全く出ないというこ

とになってしまいますので、ドラフトされるときに、原則論が何であるのか、それから、しっ

かりコアとして出す部分、案件があったことは出すとか、報告書については出すという、「出

す」部分と、あとは当事者の合意によって出さないこともある部分と、そのへんを技術的にし

っかり書いていただきたいと思います。でないと、非常にあいまいで、これを読んだだけでは

分からないということになってしまいます。 

 

（矢島次長） 

 確かにご指摘の点もあると思います。ただ、整理として、報告書の段階は完全に審査が終わ

った段階の報告書ということだろうと思うのですが、受理をして、これから予備審査あるいは

本審査に入っていくという段階ですから、その段階では最終結果がどういう形になるか分から

ない。ただ異議申し立てを受け付けましたという段階でございますので、ここはかなり、特に

産業界の方のご意見が当然にしてあるのだろうと思いますが、レピュテーションリスクが出て

くるところなのだろうと思うのです。最終結果が出ない段階で、例えば、民間の特定プロジェ

クトについて異議申し立てがありましたということを私どもから発表するということが望ま

しいとおっしゃるご意見もあるわけですが、その段階で、最終的な結果が分からない段階で民

間プロジェクトの業務に支障が出ると、レピュテーションリスクというのは十分に考えられる。

そういう意味では、報告書の段階はきちっとしたもので、当然のことながら、原則出すという

ことだろうと思いますが、その途中段階のところは別の観点が必要になってくるというのが背

景になって今のＪＢＩＣの説明になっていると私は理解しております。このへんは、逆に、産

業界の方、ご意見はございますか。 

 

（発言者Ｂ） 

 要するに、ガイドライン不遵守であって、プロジェクトに反対の人が異議申し立てをすると

思うのです。その人の主張することが妥当であるかどうかについて、例えば、ガイドラインは
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遵守しプロジェクトは進行すべきであるという人が全く知らされずに、どんどん調査が進行し

て発言する機会も与えられずに報告書が出るということは避けるべきではないかと思います。 

 いろいろな見解があるわけでありますので、少なくとも、それを公表するかどうかはあるの

でしょうが、ステイクホルダーの中に、ちゃんと認知される人に対しては、これこれこういう

主張がなされているが、それに対して同意するか同意しないか、あるいは、そういう事実はあ

るかどうかということについてはっきり聞くべきではないかと思います。特に、「地域住民」

という定義がどこまで含むのかということで、今回、2人以上ならばいいというわけでありま

すので、例えば、ダムにしろ、大きなプロジェクトにしろ、2人が提案して、残りの人につい

てはどうなるのかと。争点が、例えば、アセスメントについてやっているかやっていないかと

いうときに、それを判断する行政側のほうについて、もし「やっていない」という主張をする

ならば、行政側が「やっている」という立場ならば、そこは、やっていないという意見が出て

いるということについて、アセスメントの実施について判断したところについて、しかるべき

そういう意見についてはどうだろうかということは、中立性の観点でお調べいただくのだろう

と思いますが、ＪＢＩＣが知る範囲内であたるということだけに限定するのか、それとも、ち

ゃんとしかるべきステイクホルダーが全部リストアップできればいいと思うのですが、そこは

ある程度きちんと公平な調査がなされるような担保が必要だと思います。 

 

（矢島次長） 

 その点は、先ほどからも話しておりますように、できるだけ中立性を保ちながらということ

は確認されていると思います。 

 

（発言者Ａ） 

 今の点、ファイナンスをクローズする前にそういう情報公開をされるというケースになりま

すと、ＯＯＦの場合、借り手のプロジェクトの実施者のほうがＪＢＩＣさんの融資を借りるの

を止めようという判断に傾くことが容易に想像できますので、そのへんは報告書の段階でもっ

て公開するという形にしていただきたいと思います。 

 

（矢島次長） 

 今、融資決定の前というお話が出ましたが、はい、どうぞ。 

 

（発言者Ｈ） 

 レピュテーションリスクの問題はもちろんあるのですが、あまりどう考えていらっしゃるか

分からないのですが、企業としては、あるプロジェクトで、例えば、Ａという企業がやってい

るとか、そのＡという企業はＢという企業と一緒にコンソーシアムを組んでやっているとか、

そういうこともすべて非常に重要なコンフィデンシャルな情報なのです。それなので、あるプ

ロジェクトの名前があって、そこに何々と何々と企業の名前が出るだけで、これはものすごく

コンペティションを邪魔することになる。非常にそのへんまで考えると、先ほど不受理の場合

も公開とおっしゃったのですが、それに対しては、さらにレピュテーションの問題として、そ

ういうプロジェクトをこの会社はやっているのかとかいう印象を世間に与えるということも、

非常に企業側としてはマイナスのイメージとなって困ると思うのです。 

 

（外務省高田氏）  

産業界の方のご懸念もよく分かります。何かこの範囲ならというのは……。例えば、私も、

中身が乗っかってしまったり、会社名が出たりというのはあんまりだろうという感じはするの

です。非常にふわっとした書き方とか……。というのは、積極的に公開されないということで

すが、では、例えば、来ているのかどうかという質問が外部からあった場合とか、あるいは、

「そもそも環境審査役は動き出したが、来ているのですか、ものは。それともゼロなのですか」

とかいう問い合わせ、かなり強い問い合わせ、方面からの問い合わせとかがあった場合に、そ

れも全く答えられないのか。企業の方にご迷惑をかけない範囲で、この程度ならというのが、
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「どこかの国で1件」とかいうのがいいのかどうか分かりませんが、何か方法はないのでしょ

うか。 

 

（発言者Ｉ） 

 まず、基本原則というところに立ち返ってみると、基本的に、この制度自体はまず透明性が

あるというところが原則で、それを基に、今回、原則情報公開をしていくというところの規定

になっているかと思うのです。先ほど小川さんのほうからも言われておりましたが、まず文言

からして、透明性を観点に原則公開というところが非常に不明解。逆に、合意がなければ出せ

ない、なんとなく全く反対のような印象も受けるというところが一つある。 

 あとは、情報公開のほうですが、確かに、レピュテーションリスクというのは考えるべきと

ころもあるのかもしれません。ただ、それは情報公開をどこまでやるかというその中身でいろ

いろコントロールできるところもあるかと思います。世銀の例を見てみれば、そこはマルチと

バイでということをよく言われるから、例としてふさわしいかどうかは別ですが、途中経過に

ついてはウェブサイトで情報公開を行っている。そこは当然、企業のコンフィデンシャリティ

もある程度配慮した形にはなっている。だから、そこのやり方はいくらでもあるかと思うので、

そこを工夫しながら、本則である透明性をちゃんと担保してここで確保していくべきで、それ

を議論していくのが必要だと考えます。 

 

（ＯＤＡウォッチャーズ坂元氏） 

 今の話の続きになるのですが、やり方の問題です。本音のところを言うと、地球の友の松本

さんがこの前の段階で言われていた、まず一つは、融資決定前に申し立てを受け付けるかどう

かという問題と、もう一つは、その論議なり、調査なり、結果が出るまでは融資決定をしない

ということが担保されるのかどうかという問題と、実は本質的というか、実際のところでは非

常にリンクしたところに来ているのではないかと私は思っているのです。どういう意味かとい

うと、これは、情報公開もされない、しかも、そのままわれわれが対抗手段も持たないままに

融資の決定がされて、その後でしか申請ができないというと、手足をもがれたような形でわれ

われＮＧＯの形になる。私の一つの考え方は、ですから、手続きとかネゴシエーションの問題

ですが、まず融資決定前の申し立てを認める。しかも、内部のクローズドのやり方はいろいろ

なやり方があると思いますので、情報公開という面で問題が非常にあるのだったら、そこの担

保を取りながら、基本的には融資の決定はその調査結果を踏まえたうえで後にするという形に

なれば、ある程度妥協できる面も、私はあるのではないかと思うのです。それぞれの方のご意

見を聞きたいです。 

 

（矢島次長） 

 融資承諾前に異議申し立てを受ける受けないというのは非常に重要な問題なので、この後で

立ち返って入りたいと思いますが、情報公開の観点は、必ずしもそれとリンクしているという

ことではないと思っております。そういう意味で、先ほどの情報公開のところはいろいろ議論

いただきましたが、実際に情報公開法という中の不開示事由の中で、特に本件、こういう異議

申し立てにあたって重要だと思われますのは、これは申立人の方の問題もあると思いますし、

プロジェクトの実施主体と両方あるのだろうと思いますが、個人情報、それから、法人情報と

いったところが非常に重要だと考えております。そういうことを前提にしたうえで、合意が得

られるような内容を念頭に置きながらまず報告書は作っていく必要があるのではないかと。そ

ういうことによって基本的に開示ができるということになってくるのだろうと思うのです。同

じようなことを、申請を受理した段階で、先ほど財務省の方からのご提言もございましたが、

コンフィデンシャリティに配慮しながらできるのかどうかということ、その観点で、一つ、整

理をしていただきたいと思います。 

 

（発言者Ｈ） 

 誤解されては困るのですが、情報公開しては困ると言っているわけではなくて、でも、情報
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公開に対して審議役になられる方の役割は非常に重要だと思うのです。相当偏った方がなられ

たりというのは困るわけです。中立性ということが出ているわけですが。そういう中で、正し

く本当に、これは情報公開が妥当かどうかという判断がつけられれば、ある程度のところまで

の情報公開はやっていくべきだとは思うのですが、そこらへんの配慮というところで、価値観

の違いといいますか、企業側の価値観も理解していただいて、十分そういうところの配慮をい

ただきたいということなのです。それは、レピュテーションとかであり、また、先ほど言った

ような、名前一つとっても、コンソーシアムの名前は別に重要ではないと言ったら重要ではな

いと思われる方もいらっしゃるかもしれないですが、どこの会社とどこの会社が組むというの

は非常に重要なことなので、そのへんの価値観まで分かった方にちゃんと判断していただいて

公開していただきたいということです。ここの規定とはかかわらないのですが、運用のところ

で相当な配慮をいただきたいということになると思うのです。 

 

（発言者Ｂ） 

 確認したいのです。報告書、意見書を当事者の合意に基づき今後公開するかどうかという点

について、全部公開するかしないかということではなくて、先ほど、企業秘密に該当するとこ

ろとか、個人情報を保護するところについては黒塗りで消してやるという話もありました。基

本的には公開するということで、その際に、企業秘密に属する部分、該当する部分については、

そこは合意がない限りは黒塗りのままと、もし合意ができるならばその黒塗りが解除されると

いう理解をしているのですが、それでいいかどうかを確認したいと思います。 

 それから、2点目で、先ほど17ページの中の別添6、「申立人への環境担当審査報告書の通知

例」というのがありましたが、この申立人への通知について、通知文は、企業秘密についても

配慮して黒塗りのものが渡るのか、それとも、黒塗りの個所がない部分まで全部渡るのかどう

なのかということを確認したいと思います。 

 もし、黒塗りのところがなくて、同意もしていないものの文書が行くとするならば、申立人

の通知の中では、許可なくもしこれを第三者に公開した場合については訴えられますよという

ことについてはっきりと書くべきではないかと思います。以上です。 

 

（矢島次長） 

 まず、そもそも論のところでございますが、当然のことながら、不開示情報にあたる、先ほ

どもお話しました法人情報、個人情報のところを私どもが勝手に公開するということはあり得

ません。ただ、形式として、そういうものも記載されたものを墨塗りという形で、例えば、ホ

ームページ上で公開するのか、あるいは、そういうことを斟酌したうえで報告書をもともと作

っておくのか、やり方はあるのだろうと思います。ただ、基本的には、個人情報、法人情報に

該当するところは公開はしないということ。万々一公開してもいいですよということであれば、

それは公開する。先ほど入柿課長のほうから話がありましたが。積極的にもっと出してもいい

ですよということであれば、それは出すことはあり得るのかも分かりませんが、原則は、個人

情報、法人情報の不開示情報に照らしながら、それを念頭に置きながら報告書を作っていくと

いうのが非常に現実的な話ではないかと考えております。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 そういうことであれば、この表現は、意見書については「当事者の合意に基づき」と書いて

あるでしょう、これはないほうがいいと思います。基本的に公開だと。公開するが、文書の作

り方で工夫するわけでしょう。だから、このところは要らないと。今、個人情報の一部なので

す。個人情報すべてが自動的に非公開ではないです、これは。「の一部」。企業情報も「一部」

です。それは、それぞれきちんとした正当な理由がないと非開示できないです。例えば、役所

の役人でも、しかるべき理由がなければすべて個人名が出ますから。だから、個人情報の一部

なのです。そういうことであれば、ここの「当事者の合意に基づき」という表現は削除してい

ただきたいと思います。 
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（矢島次長） 

 そこは原則論として、今、私が申し上げたのは、現実的には合意が得られるような内容で書

くということでありますが、ただ、手続きとしては、両当事者間の合意というのでしょうか、

それぞれ合意をいただかないと公開はできないと思います。ただ、表現ぶりとして入れる入れ

ないという問題はあるのです。忖度しながら報告書を作るのが現実的ではないかと申し上げま

したが、それで本当にいいのかどうかというのは、別途確認をしなければいけないところでは

ないかとは思います。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 私も原科先生の意見に賛成ですが、あえて、この「当事者」というのはどこまでに限定して

いるのか教えてほしいのです。 

 

（矢島次長） 

 これは申立人と実施主体ですね。 

 

（入柿課長） 

 申立人と実施主体です。 

 

（発言者Ｉ） 

 議論の参考になるかと思いますので、ちょっと読み上げさせていただきたいと思うのですが、

まず独立行政法人法の情報公開に関する法律の法人の担当の部分です。その2号にあたるとこ

ろ、2のイのところですが、「公にすることにより当該法人等または当該個人の権利、競争上

の地位、その他正当な利益を害する恐れがあるものに限って、法人、その他団体に関する情報」

は非公開になるということでございます。だから、そこは、「当事者の合意」とするやり方は

私はあまり好まないのですが、書き方としては、「競争上の地位とか、その他正当な利益を害

する恐れ」とかという書き方で書くやり方も一つとしてはあるのかもしれないと。 

 

（外務省高田氏） 

非常に詳しい書き方もありますが、「情報公開法何条の非開示事由を除き」とか、そんなの

でもいいのではないでしょうか。というか、それ以外だといろいろ誤解とか混乱とかを招くの

ではないでしょうか。 

 

（矢島次長） 

 そこは、少し表現ぶりについては考えていただいたほうがいいと思います。 

 

（ＦｏＥ松本氏） 

 確認ですが、フォローアップのレポートももちろん公開していただくということでよろしい

のですね。 

 もう一つ、先ほどの、報告書の内容に何を書くかというところで、私が申し上げた、どうい

う資料を参考にしたのか、文献を参考にしたのか、その一覧表を付けてくれという提案をＮＧ

Ｏのほうで出させていただいているのです。これまでの経験の中で、いったい何を根拠にこう

いった報告書ができたのか、非常に不可解な事実も実際ございましたので、そういったことも

ぜひ中に入れていただきたいと思っております。 

 それと、今、議論になっております、何を公開するかというところですが、例えば、環境ガ

イドラインのときは、「本行は借入人等の商業上の秘密、競争関係には十分配慮し、借入人等

から提出される開示対象の環境関連文書にはこうした秘密が含まれないよう借入人等に促す

こととする」という記述があるのですが、先ほど来、矢島さんにおっしゃっていただいている

ように、こういった内容を入れて、できる限り原則は公開できる資料を心がけるという方法が

いいのではないかと思っております。 
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（矢島次長） 

 そこは、繰り返しになりますが、ガイドラインの本体のところでもそういう記述があるとい

うことであれば、そういうものも参考にしながら、少し修文をお願いしたいと思います。 

 先ほど、メコンウォッチの松本さんがいらっしゃらなくなってしまったのですが、私は事実

と違うことを申し上げました。「当事者」というのは、申立人および借入人でございます。 

 

（ＯＤＡウォッチャーズ坂元氏） 

 その当事者に報告書が送られるわけですが、この報告書は原本が送られると考えてよろしい

のですか。私はそう思っているのですが。だから、黒塗りになっているのではなしに、原本そ

のままが当事者に送られるという考え方でよろしいのでしょうか。 

 

（入柿課長） 

 そこは黒塗りする情報があれば黒塗りして出すことになると思います。 

 

（ＯＤＡウォッチャーズ坂元氏） 

 つまり、当事者ですよね、当事者に対して黒塗りする情報が行くということですか。 

 

（矢島次長） 

 考え方の整理としては、当事者というのは、今お話しましたように、申立人の場合と借入人

の場合とあるのだろうと思うのです。例えば、申立人の場合であれば、その人の名前はどうす

るのかという問題がございましたし、それにもろもろに絡む、現地の影響を受ける方の個人名

が出ているという場合はそれをもって出してしまうのかどうか、あるいは、法人情報であれば、

先ほどの競争上の地位を……、不利益を被るような情報が入っているような検討の場合、それ

も出してしまうのかということになると思うのです。そこまで厳密にすべて出してしまうとい

うことであるとすれば、当事者間の合意がまずあって、そのうえで、一方の当事者が勝手にそ

れを公表してしまった場合には法的な手段を講ずるというところまで担保しないと、なかなか

すべての資料を出すというのは難しいのではないかと思われます。 

 

（発言者Ｈ） 

 バイヤーズクレジットとかいう場合に、当事者は現地の借入人ですね、申立人は現地の人で、

われわれは当事者ではないのですが、そこに企業名が入ってきたときに、われわれも当事者に

なるのでしょうか。というか、そこに個人の方とか、また被害を受ける個人の方とか、いろい

ろ入ってくるのですが、報告書に出てくる方の名前、先ほど報告書も気をつけて作られるとい

うことだったのですが、出てくる人みんなが当事者なのではないでしょうか。だから、例えば、

そこに企業名を出さざるを得ないという場合には、企業にも同意を取って、出すか出さないか

という配慮はいただけるかどうかということなのですが。 

 

（矢島次長） 

 そこは言葉が足りない部分もございましたが、基本的に「当事者」と言って、当事者は申立

人と借入人でございますが、その中に、例えば……。失礼、「当事者」は、私に事実誤認がご

ざいまして、申立人およびプロジェクト実施主体ということで、最初に私が申し上げたのだと

いうことでございます。失礼いたしました。申立人およびプロジェクト実施主体。そのケース

でも、今ご質問の点と同じことが起こるのであろうと思いますが、これも情報公開法の精神に

則りますと、特に、その文書の中に法人情報が入っていれば、それは当然にして、私どもとし

て第三者の意見聴取をする、で、それに基づいて、情報の中に入っている当該の法人の方から、

情報公開法に照らしてこれは正当な利益を害する恐れがあるというお話をいただいたうえで

墨入れをするということになってくると思います。当然にして、プロジェクト実施主体と申立

人でなければ、それ以外の方の情報は完全にオープンだということではありません。 
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 よろしゅうございますか、「情報公開」の点。これは、少しワーディングの整理をしていた

だく必要があるのだろうと……。はい。 

 

（発言者Ｇ） 

 結局、具体的に、では、どういうプロセスになるのかというのが、いまいちよく分からない

のです。先ほど、1時間ぐらい前の議論では、報告書のドラフトは当事者に見せるというのは

あまり良くないのではないかと、事実確認の部分は必要だけどという議論だったかと思うので

すが、今の話の流れだと、当事者にある程度ドラフトを見せないことには意見が聞けないだろ

うしという感じになるのです。そこらへんはもう少し明確に、報告書はいったいどういうプロ

セスで完成に至るのかというのをはっきりしていただきたいのですが。 

 

（矢島次長） 

 全然コンシステンシーだと思うのですが。まずは、ファクトの段階でそれをチェックしてい

ただくかどうかというのは、別途検討の話があるだろうというのが一つでございます。あとは、

報告書は、できあがったものについて、その中に個人情報があったり、法人情報があったりす

るということでございますので、その点についての内容の開示ができるのかどうかということ

であります。 

 

（発言者Ｇ） 

 要するに、まさに不開示情報にあたるのではないかと懸念される部分について確認を取ると

いうこと？ 

 

（外務省高田氏） 

前回、申立書のところで「情報公開への同意」というのがあって、これは下も含めてこのへ

んは見直してほしいと私は申し上げたのです。情報公開される場合があり得ますよという説明

はいいと思うのですが、少なくとも申立書を出させる段階で、情報公開に同意するかしません

か、イエスかノーかというのを聞くのはちょっと……。それは本当に最終場面、判断を求める

場面で聞けば十分で、ここで「あなたは情報公開に同意するかしませんか」と聞くのは止めた

ほうがよろしいのではないでしょうか。 

 下のところは、前回議論した方向で整理していただければと思います。 

 

（矢島次長） 

 そこは、どうですか、意見は。これまでの議論からすると、まさにおっしゃったような方向

かという感じはしておりますが。 

 

（入柿課長） 

 ここの記述は、当事者間の合意を前提にして公開するということから出てきておりますので、

ここで合意を取り付けておこうという趣旨です。 

 

（矢島次長） 

 そういう意味では、今だいぶ構成、書きぶりも変わってきて、これからワーディングしてい

くということになりますので、そういうことの中からすると、この段階で合意が必要かどうか

というのは、おっしゃるとおり、あるのだろうと思いますので、そこは全体の構成の中で検討

していただきたいと思います。 

 それでは、この前にペンディングになっておりまして、セカンドドラフトの前の段階でこち

らからの考え方の整理を一度させていただくと……。だいぶ過ぎてしまったのですが、「申し

立ての期間」でございます。ここは非常に大きなポイントだと思いましたが、そこを少し、考

え方の整理。これはＪＢＩＣ側で考え方の整理をしていただきたいということでペンディング

になっていると思います。そこのところ、2点でございます。承諾の前の段階のところは、私



   

 - 29 - 

からも申し上げましたが、意思決定を行うのが承諾ということでございますので、その段階の

前というのは、決定をしていないという意味ではなんら遵守・不遵守にはならないという考え

方と、一方で、前回の例示で出てきたのは、新環境ガイドラインの中での「情報公開」で、カ

テゴリー分けをした段階でこれを公開するということになっておりましたので、そういう意味

では、カテゴリー分けが違うのではないかという異議申し立てがあり得るのではないかという

点が出されたのではないかと思うのです。そんな点に対する回答も含めながら、考え方の整理

をしていただければと思います。 

 

（入柿課長） 

 問題は2点あったと思います。整理されたとおり2点ありまして、一つは、貸出終了後も受け

付けるのかということと、もう一つは、融資決定前の受付をどうするかということであろうか

と思います。 

 貸付終了後の件でございますが、こちらのほうは、モニタリングとか、そういったところも

貸出終了後若干続くということでもありますので、そのあたりまでは検討の余地はあると整理

してきております。さらに問題点とか、皆様のご意見とかを承って、そういう方向で本当に整

理するのかどうか考えていきたいと思っております。 

 融資決定前については、ここも繰り返しになってしまいますが、われわれとしましては、わ

れわれが行った意思決定に対する異議申し立てであるということを貫徹すべきであろうと考

えております。融資承諾前においては借入人あるいはプロジェクト実施主体と公式には何の関

係もないわけでございまして、何の関係もないと申しますか、融資の申し込みがあったという

ことに過ぎないわけでございます。いろいろなプロジェクトがあろうかと思いますが、特に民

間のプロジェクトで競争関係が激しいような場合に、融資決定前に異議の申し立てがあり得る

という事実自体が競争に負けると申しますか、イコールフッティングの観点からまずいという

事態も十分に考えられると思います。カテゴリー分け云々の話もございましたが、これは若干、

前回ご説明して誤解されてらっしゃる方がいるかもしれませんが、世銀等と違いまして、われ

われの場合、事務方は一つでございます、総裁以下全部事務方ということで、そこがマネジメ

ントと事務の決定をすべて行うわけでございますので、最終的には融資承諾の際に、カテゴリ

ー分けを含めて決定を行うということであります。したがいまして、融資決定前におきまして

は、もちろん情報公開をするわけですので、さまざまなご意見、住民の方からの訴え、さまざ

まなものがあろうかと思いますが、それはすべて基本的には投融資部門にしていただいて、投

融資部門はそういった意見も踏まえて決定していく。投融資部門の長は総裁になるわけでござ

いますので、総裁がそういうものを含めて決めるということとしたいと申しますか、それがあ

るべき姿であろうと考えております。 

 もちろん、異議申し立てのところにそういう意見が来るのであれば、それは投融資部門に移

送するということはやるつもりではありますが、それを越えて、異議申し立ての環境担当審査

官が審査をするということはしないことが望ましいと申しますか、あるべき姿ではないかと考

えております。 

 

（矢島次長） 

 私が補足するのもなんですが、環境審査室も少しフォローしていただければと思います。要

は、手続き面からいって、どんな異議申し立てが起こるのかということです。さっきお話した、

この前の議論にも出ましたが、カテゴリー分けが違うのではないかというのが一つと、それか

ら、当然にして起こってくるのは、いろいろな環境の配慮の確認ができていないのではないか、

それをしないで融資できるのかという議論、だいたいこの二つぐらいが大きなところではない

かと思うのです。そういう懸念に対して、実際に環境審査室は投融資部門の中には入りますが、

もちろんＪＢＩＣの意思決定過程の中では、案件の審査の段階ではオペレーション、融資部門

の牽制体制として環境審査部門がございますので、そういう中では、融資承諾前の段階で配慮

確認ができていないというご指摘がＪＢＩＣのオペレーションの部門にあった場合には、その

確認ができていない段階で融資の承諾を行うということは、事実上といいましょうか、今の手
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続き上できないということになります。このへん、もし何か付言する点があったら。 

 

（高岡課長） 

今、議長のほうからご説明がありましたように、まず、私どもは、新しい環境ガイドライン

の中で、情報をできるだけ早いタイミングで皆さんにご提示をしていきたいということがござ

いまして、カテゴリー分類に関しましても融資承諾前の段階で提示をさせていただいておりま

す。この段階のカテゴリー分類はあくまでも暫定的なもので、最終的な決定は融資承諾の段階

で機関としての意思決定がなされるということでございます。したがいまして、そのカテゴリ

ーに関しましていろいろなご意見を賜りまして、場合によってはそのカテゴリー分類を見直す

ことも当然にあり得るということでございます。そういった点で、ご懸念の、融資承諾前にな

にも懸念の解消ができない、アクションが取れないという点は担保されているのではないかと

考えております。 

 私どものほうの異議申し立ての考え方といたしましては、融資承諾前に関しては、そういっ

た形で異議申し立てのシステムを使うということではなくて、事前に私どもが考えている情報

を公開したうえで、それに対して、これから進めていく融資部、環境審査室といったところに

ご意見を賜って、それを踏まえたうえで審査をしていくということになっていくとご理解いた

だければと思います。 

 

（矢島次長） 

 ご意見をいただきたいと思います。 

 

（発言者Ｇ） 

 私も知識不足というか、ＪＢＩＣさんの中のやり方をよく知らないのです。先ほど矢島議長

がお挙げになられた、カテゴリー分類の話とか、あと、環境配慮をちゃんと確認できていない

のではないかと。そこのカテゴリー分類の、もちろん暫定的に出すという話ですが、暫定的に

出すその内容のデシジョン、暫定的にこれで行こうというデシジョンをするのは誰なのか。あ

と、環境配慮の確認は、ＪＢＩＣの中で投融資部門がやる話なのか、最終的に環境審査室がき

ちっとやってそれで初めて環境確認という形になるのか。誰がどういう作業をするのかという

のを簡単に、なかなか明かせない部分もあるかもしれませんが、できる範囲でお聞かせいただ

きたい。 

 

（入柿課長） 

 プロジェクトの審査は投融資担当部門が行うということで、第一義的には環境審査も投融資

の担当部署が行います。環境については、そのチェックと申しますか、第二次審査ということ

で環境審査室がそれをチェックする。で、最終的に審査結果をボードで総裁が認知するという

プロセスになります。 

 カテゴリー分類については、情報公開を事前に進めるということで暫定的なものを出すとい

うものについては、今のところ考えてますのは、投融資担当部門に現有の情報でもってカテゴ

リー分類を行って、それをいち早く出す、その後、審査が進んでいくに従ってカテゴリー分類

が変更になっていくことも十分あり得るということであります。 

 

（発言者Ｇ） 

 もう一度確認したいのですが、例えば、今のカテゴリー分類の話だと、環境審査の部門では

なくて、投融資部門の判断で出る情報が暫定的なカテゴリー分類になるのか。そこはどちらで

すか。 

 

（入柿課長） 

 そこはそういうことです。投融資担当部門が第一次判断をして、それで出すということにな

ります。 
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（発言者Ｇ） 

 では、その後で環境審査室がチェックをするという体制だということですか。 

 

（入柿課長） 

 そういうことです。ですから、そこで覆る可能性もあるということです。 

 

（矢島次長） 

 ここは、そういう意味では、審査が完全に終了した段階で出すというのも一つはあるのだろ

うと思いますが、そうなりますと、情報公開のタイミングが、かなりといいましょうか、限り

なく承諾時に近くなることになりますので、そことの兼ね合いもあるのだろうと思います。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 今、カテゴリー分類の場合と、もう一つは環境配慮がちゃんと行われているか、このそれぞ

れで意見を受け付けるということになりますね。そうすると、それをちゃんとフィードバック

するという手続き的にはどんなふうになります？ そういう規定がないと、ちゃんとそれに対

して応えてくれたかどうか分からないですよね。それはどんな段取りをお考えですか。カテゴ

リー分類、スクリーニング、これがどうもおかしいのではないかと意見が出ます、そうすると、

そのプロセスはあとどうなるのですか。これは不透明なままで終わってしまう恐れがあります

よね。 

 

（入柿課長） 

 不透明と申しますか……。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 透明にするということ？ 

 

（入柿課長） 

 事細かにここでこうしてこうしなければいけないとか、そんな話にはなりませんが、基本的

にはそこでいただいた意見も踏まえて最終判断をするということになります。そこで、意見を

取り入れるかどうかも含めて最終的に最後のところで総裁が判断して、それが投融資の決定に

なるということです。ですから、一歩踏み込んで言えば、そういう意見をきちんと取り入れた

かどうかということは、決定してみないと分からないといえば分からないということだと思う

のです。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 最後にならないと分からないのですね。 

 

（入柿課長） 

 そうですね。最後の段階まで常に、その意見を取り入れてどういうアクションを取っていく

かということが、融資承諾前にやるべきことをやるタイミングがずっとあるわけです。ですか

ら、最終的なところまで投融資部門はそういった意見を踏まえていろいろなことをしていくと

いうことで、それで最終的な決定に至ることになります。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 今のご説明をうかがっていると、私の感じたのだと、意見を受け付けたら、その意見に対し

て見解を表明するとか、普通やりますね、そういうことをやられるかと思ったのですが、そう

いうことはないということですか。 
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（矢島次長） 

 それは、通常お考えいただければ、「こういう問題があります」というときに、「はいそう

ですか」と聞くだけということではないと思うのです。ＪＢＩＣがどう考えているかというこ

とは、それは当然双方向であるということです。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 レスポンスの中で、例えば、カテゴリー分類が変わるところもありますよね。 

 

（矢島次長） 

 もちろん、そういう提言で全く知らない事実があるということも多々ございますので、それ

は考えていかなければいけない。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 リスポンスがあるということですね。 

 

（矢島次長） 

 そうですね。 

 

（経済産業省檜山氏） 

カテゴリー分類した後の情報公開のところでのご質問です。たぶん公開期間をどのぐらい置

くかとかいうところはご検討中かと思うのですが、例えば、最初の判断が暫定的なものとなり

ますと、その後、環境審査室において変わることもあり得るというご説明が先ほどありました。

最初の暫定的な判断の後に情報公開に入りましたというところで、実は環境審査室へ行ったら

またカテゴリーが変わってしまいました、当然、いろいろな方のご意見を受けたうえで、やは

りここはカテゴリーを変えるべきだという判断がもしかすると起こり得るのかもしれない、私

自身はそういう理解でいたのです。暫定的なものという前提になってしまうと変わる可能性が

結構高いのかなという印象を受けたときに、情報公開期間は、例えば、カテゴリーＡ、Ｂ……、

Ｃに置くかどうかという議論はまたあると思いますが、ＡとＢでも当然期間を違えるべきなの

かどうかという判断もありますし、途中仮に変わってしまった場合には、例えば、Ｂだと思っ

ていたがＡだったのだよねとなったらば、その分は後ろにまた付随してついてきてしまうのだ

ろうかとかいうところをなんとなく疑問に思ったのです。 

 たまたまご説明として「暫定的」と言われたまでのものなのか、どちらかというと、慎重に

進めるという意味では、環境審査部までご覧いただいた後でカテゴリー分類が決まって、これ

が情報公開されて、ただし、当然その後の期間においてはいろいろな皆様のご意見をお受けし

たうえで、そこまでにＪＢＩＣさんとして気づかない部分があった、スクリーニングフォーム

等を使っても分からない部分があったということによって、結果、一部変わることはあり得る

ということなのか。そのへんがよく分からなくなってしまったのですが、いかがな感じでしょ

うか。 

 

（矢島次長） 

 私の理解ですと、「暫定的」というのは、最終決定はあくまで融資承諾時でございますので、

ですから、融資承諾に限りなく近くなると思いますが、審査が終了してボードにかかるときが

最終決定だとすれば、その前のものでございますので「暫定的」だということだろうと思うの

です。ただ、最初は分類上もあまり疑義がないような形の分類になっているとは思いますので、

もちろん若干はあるとは思いますが、ものすごい件数で変わるということは必ずしもないので

はないかと。ただ、デシジョンメーキングの前の段階という意味では「暫定的」ですというこ

とでご理解いただいたほうがいいのではないか。 

 ただ、一方で、途中で変わったときに、それを情報公開するのかどうかというのは、そこは

また別途、仕組みとして考えなければいけないのかも分かりません。 
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（ＯＤＡウォッチャー坂元氏） 

「確認」という作業を今、お聞きしてましたら、一つの手続きを経たうえでの確認行為をさ

れている。例えば、建築基準法で建築確認は、やはり同じ名前で確認があるのですが、皆さん

ご存じのように、行政処分として扱われて、訴訟の対象になります。対外的にも出します。環

境社会の配慮がなされているかどうか、カテゴリーの分類までする確認、という行為ですから、

これは内部だけと考えるよりも、やはり対外的な処分に類似している行為として見ることもで

きるのではないかと思うのですが、どうでしょう。 

 

（矢島次長） 

 法律用語で言う「処分」とは、これは違うのではないかと思います。私どもは公権力を行使

して処分するという体制ではないので、どういうことを……。 

 

（ＯＤＡウォッチャーズ坂元氏） 

 もちろんこれは契約上の問題なので、そういう意味ではなしに、私が言っているのは、対外

的に、融資の決定がないまではＪＢＩＣはなんら行為はしていないのだ、行為のないところに

そういう申し出はできないのだとおっしゃられているが、前の会議のときにメコンウォッチの

もう1人の方がおっしゃられたように、ガイドラインの決定自体現実的に権利義務の変動を及

ぼすような決定であって、それは企業側も住民側も、ということで一つの行為がなされている

わけだから、これに対して申し出るということは別に奇異に考える必要はないので、やはり確

認行為までさかのぼることはできるのではないですかという趣旨です。 

 

（矢島次長） 

 ただ、そこは、ＪＢＩＣ側の説明もありましたように、投融資部門、あるいは、必要に応じ

て環境審査室だと思いますが、そこに意見の申し出をしていただいて、そこがそれを斟酌しな

がら最終決定に向けて審議を行っていくということだろうと思うのです。 

 

（ＯＤＡウォッチャーズ坂元氏） 

 長くなって申し訳ないのですが、そこまで承って、そうすると逆に、環境調査室のほうに申

し出て、ある程度制度的に評価なり、判断してくれるということは、その場合、例えば、われ

われは、異議申し立てではないが、言葉はあれですが、こういうことを申し出ていますよとい

うのがＮＧＯとしてはオープンにできるし、なんら規制がないです。そういう意味では、企業

の方は、英語でどのように出るかは分からないですが、結局、レピュテーションリスクという

意味では、第三者機関に出したからということと、同じＪＢＩＣの公的な機関にそういうこと

をやっているということと、差があるように受け取られるかどうかというのは分からないと思

うのです。逆に、今しっかりした制度を作ってやっておられるのだから、その中のほうに仕組

んでいくほうが、コントロールという言い方はおかしいですが、一つの流れのしっかりしたシ

ステムの中に組み込まれていくほうがよろしいのではないかという意味もあるのですが、いか

がでしょうか。 

 

（矢島次長） 

 実際に、暫定的なカテゴリーを出した後で、それによって審査が始まっているというのは分

かるわけですから、その段階で、いろいろな意見を陳述した段階で、同じように、競争上の地

位が不利益になるとか、あるいは、レピュテーションリスクという問題が起こり得るのではな

いかというお話ですか。 

 この点は、むしろ産業界の方のご意見を賜るのかとは思いますが。 

 ただ、実際、あくまでＪＢＩＣとしての意思決定がなされていない段階で意見を賜るという

ことですので、このへんは、産業界の方はいろいろご意見があるのかも分かりませんが、リー

ガルに意思決定をした後で遵守・不遵守というのとは別の観点のご意見だろうと思います。何
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かご意見はございますか。はい、どうぞ。 

 

（発言者Ｃ） 

今のご意見に直接答えているかどうか分からないのですが、先ほどもお話しましたように、

輸出契約の場合は、輸出契約を締結してそれがエフェクティブかというとそうではなくて、当

然、ファイナンスクローズというのが契約が有効になる条件になってます。例えば、契約を締

結しても、180日以内にＬ／Ａが締結できない場合は、キャンセルされてもわれわれとしては

仕方がないというケースもあるわけです。その間、ですから、輸出契約者は宙ぶらりんの状態

になっているわけです。そこで異議申し立てが起こって、その間に本当に、工事も始まってい

ないのに被害が起こっているのかという問題もあるのです。恐れがあるケースも含めるという

話もありますから、そうでもないかもしれませんが。 

 そこで、ＪＢＩＣの、もともと、コンプライアンスの問題に関して異議申し立てがあった場

合に、日本企業ではなくて、逆に外国のお客さんがいったいどう考えるのかというところをわ

れわれは非常に危惧しております。彼らとしては、あくまでもＪＢＩＣあるいは日本企業から

の調達は、ワン・オブ・ゼム、要するに、選択肢の一つであって、ＯＤＡと違うのは、それが

唯一絶対の方法ではないというところが根本的に違うところです。だから、彼らとして、そう

いうややこしい問題が起こって「もういい」ということになれば、いつでも他の、イタリアと

か、ドイツのメーカーに発注しなおします、ヘルメスとかＣＯＦＡＣＥを使ってファイナンス

もします、あるいは、場合によったらコマーシャルベースでローンを出すという、当然、ケー

スが起こってくるわけです。もともと御行のコンプライアンスの問題でそういう問題が出てく

るというのは、おそらく客先、外国のレンダーからすると、「自分に関係ない話なのになぜ？」

という問題も出てくると思います。 

 もちろん、異議申し立てをする以上は、環境被害があるとか、恐れがあるというのは前提で

しょうが、その場合、当然、現地でそういう話し合いが行われているかもしれない。そこがＯ

ＤＡとは全然違うところで、考慮していただきたいと思いますし、逆に、そこでその異議申し

立てを受け付けることになると、ＪＢＩＣさんのローンが海外の客先から忌避されて使われな

くなる、これはまさに日本企業がもう輸出できないということになりかねないので、そこはご

配慮いただきたいと思います。ただ、ＯＤＡについてまでそうしろとわれわれは言っているわ

けではなくて、ＯＤＡのほうはそれと違う形で、もっと前から異議申し立てを受け付ける必要

があるのならそうすればいいと思いますし、後ろのほうを長くしろというのだったら、それは

別に……。 

 

（矢島次長） 

 ご自分の領域のところだけご発言いただいたほうがいいのでは……。 

 

（発言者Ｃ） 

 ＯＤＡは、では、私はもう言いませんので、それはＪＢＩＣさんのご判断に任せます。少な

くともＯＯＦについては、Ｌ／Ａ調印後から受け付けるということでお願いしたい。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 今のご説明をうかがっていて、私は、契約締結した後はかえってリスクが大きくなるような

印象を受けました。締結前に、そうしたら、早めに異議申し立てに対処しておかないとかえっ

てまずくなるのではないですか。そんな印象を受けましたが、誤解ですか。 

 

（発言者Ｃ） 

 輸出の場合には、異議申し立てがあってＪＢＩＣさんがなくなりました、われわれもなくな

りましたということで、プロジェクト自体がなくなるのかというと、そうではないです。プロ

ジェクト自体は当然、他の人が調達というか、ものを売って進められるわけです。ということ

は、逆に言うと、ＪＢＩＣよりももっと緩やかなところが出ていって、要するに、環境問題も、
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おそらく他のＥＣＡだとＯＥＣＤのガイドラインに沿った形でそれから以降もやっていくこ

とになるのではないですか。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 だから、そういうことであれば、契約締結した後でクレームがついてしまったらまた時間が

ばんとかかってしまうのは明らかですから、その前にやったほうがいいということになるので

はないですか、異議申し立ては。 

 

（矢島次長） 

 そこは先ほどの坂元さんの話の延長で整理をするとすれば、承諾前の段階で投融資部門に対

していろいろ意見を言っていただいて、それのために情報公開を行うということにもともとの

環境ガイドラインでなっているわけですから、そういう制度は手続きとしてもうできているわ

けです。その際に、非常に大きな問題が、環境の問題が起こり得るということであれば、当然、

異議申し立て云々ということではなくて、影響は産業界の方にも出てくるのだろうと思います。

ただ、産業界の方が懸念されているのは、先ほどの濫用の防止のところでもございますが、制

度として異議申し立ての制度があるということになると、競合他国の企業がそれを使って異議

申し立てを行うという、仕組みとしてやりやすくなるというところにきっとかなりのご懸念が

あるのではないかと思います。そういう意味では、整理としては、異議申し立てということで

ございますので、決定を受けたうえでそれに対する異議申し立てと、それから、決定前の段階

では意思決定をこれから行う投融資部門に対して意見陳述を行っていただく。それは、カテゴ

リーの分類が違うのではないのかとか、あるいは、環境の配慮確認が不十分ではないかという

ことについて言っていただくという整理をするのがいいのではないかというのが、基本的なＪ

ＢＩＣの考え方だと思います。 

 

（ＦｏＥ松本氏） 

先ほど来、意思決定は融資契約時点と考えていらっしゃるようですが、私たちがこれまでプ

ロジェクトで個別の案件で経験している中で、明らかに意思決定はその前に行われているわけ

です。例えば、判断に関して具体的な事例を申し上げますと、フィリピンのダムに関して、私

どもは98年の7月、8月当時に先住民族の方に影響があるのではないかということをお話させて

いただいたところ、当時の日本輸出入銀行の方は、「先住民族の方には影響がございません」

ということで融資を決定されたわけです。ところが、その後、きちんと調査されていた報告書

などを見ると、実は先住民族の方にも影響があるということで、再度調査をしなおされたと思

います。そういう形で、私たちがいくら意見を申し上げても、「それはもう影響ないんです」

というふうにその時点で判断をされて、それを基に意思決定をされた場合には、これは、遵守・

不遵守はその前にでも、もうその時点で意思決定がされているわけですから、その時点で受付

をしていただかないと。今後は対応を変えてそういった意見も全部聞くのですということであ

ればまた違ってくるかもしれませんが、そういった形で、一つひとつの要項について、意思決

定を行う前になんらかの判断をＪＢＩＣの中でしないと役員会へ行けないと思うのです。です

から、そこの時点で、明らかに役員会の前に意思決定は行われているわけですから、それに対

しての異議申し立てに対しては受け付けていただかないと、この制度の役割が果たせないので

はないかと思います。 

 

（矢島次長） 

 今、フィリピンのダムのケースをおっしゃってましたが、お話をうかがう限りでは、いろい

ろご要望されて調査をしなおしたということであれば、その声が反映されたということではな

いのですか。今のお話をうかがっているとそういうふうに……。 

 

（ＦｏＥ松本氏） 

 融資契約後です。 
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（高岡課長） 

 おっしゃっていることですが、まさにいろいろなご批判がありまして、この新ガイドライン

という、そういったことを考慮しながら広くステイクホルダーの方々から意見を聞いて、そう

いったことを踏まえながら対話の促進をしつつプロジェクトを形成していく、あるいは環境配

慮に関して確認をしていくという新しい制度ができました。そういった中で、私どもも、案件

を形成していく過程の中でいろいろなご意見を取り入れながら最終的な融資の決定に向けて

いろいろな点をつぶしていこうということで考えております。まずは、最終的な意思決定をな

される前に広く意見を聞いて、それに対応していくということでございまして、すぐさまそれ

が異議申し立ての制度のほうに行くということではないと理解していただきたいと思ってお

ります。 

 

（メコンウォッチ松本氏） 

 私もすぐに行かないと思ってます。できればそういう申し立てのないことを願っているわけ

です。ただ、繰り返しになりますが、これは制度上、何度もコンタクトを取るわけです、ＪＢ

ＩＣに。「これはどうですか」と、「こうなってます」と。で、ＪＢＩＣからリスポンスがあ

るというやり取りをしていったときに、おそらくある段階で、「われわれとしてはこうこうこ

うです」という判断を、つまり、もうこれ以上申立者になる人がいくらＪＢＩＣに言っても動

かない時点というのが、申立者側からすればあるはずです。そうでないと、申し立ての要件を

満たさないわけですから。そうなれば、そのときに異議申し立てをすることはできる。つまり、

ＪＢＩＣの対応に対して、それが不十分であるとか、それが問題解決にこれ以上結びつかない

という判断をしない限り、この異議申し立ては動かないわけです。そういうちゃんとした制度

上の要件があるわけですから、そういう意味からすれば、ＪＢＩＣがちゃんとした対応をして

いる間は当然異議申し立てには結びつかない。 

 しかし、では、それは融資契約かと言われると、やはり融資契約ではない。要するに、申立

者になり得る人がコンタクトを取っている間に、ＪＢＩＣとしての見解を申立者に言う。それ

は決して融資契約というものではなくて、担当レベルでちゃんと申立者に対してＪＢＩＣのポ

ジションを言っているはずで、それに対しての異議申し立てなのだというのは、私は松本さん

の言うとおりだと思います。現実的にはそこはとても重要なところだし、もっと言えば、申立

者の側からすれば、あるいは環境社会被害を受ける側からすれば、契約前に問題は解決したい

と思うのは当然でしょうから、不当な申し立ては排除し、かつＪＢＩＣとの対話を進めつつも、

それでもどうしても問題が解決できないと思った人たちに異議申し立ての窓口が融資契約前

にあるということは、私は必要だと思います。 

 

（発言者Ｋ）  

今の話をおうがかいしていて、私の中ではっきりしないというか、ずっと分からないと思っ

ていたのです。さっきの環境審査室の方の、最初は暫定的にカテゴリー分けをされたりして、

最終的な決定に向けていろいろな手順を取っていかれるからというお話をおうかがいして、も

っともなプロセスだと思ったのですが、一方で同時に思うのが、実は、この異議申し立ての制

度というのはプロセスであって、環境社会配慮ガイドライン自体がプロセスだと思うのです。

どういう手順でどういうふうに環境社会配慮を確保していくかという、それぞれの手順を書い

てあるものだと思いますので、これに遵守・不遵守をしているかという、そういった制度であ

ると思うのです、異議申し立て制度は。そういった観点からしますと、一つひとつのプロセス

がちゃんとＪＢＩＣの中で定められたガイドラインにすごく違反していないかどうか、ただそ

れを見ていく、それを担保するための制度であるので、決定までそれを見ないという制度とい

うのはやはりおかしいのではないかと、非常に感じました。以上です。 

 

（発言者Ｂ） 

 異議申し立てに関係するのですが、お話を聞いていると、反対の人ばかりでＪＢＩＣが強行



   

 - 37 - 

するようなニュアンスが出てくるのですが、そうすると、プロジェクトの推進者がいないはず

です。みんな反対ならば、融資の申請も来ないわけだし、プロジェクトなど成立しないと思う

のです。プロジェクトには、ＪＢＩＣのファイナンス機関としての限度もあろうかと思うので

すが、事業実施主体者の判断で積極的にそのへんは、環境のほうで異議があるならばそこへ訴

えかけるのが本来の筋かとは思うのですが、ＪＢＩＣのほうに来たときには、賛成者、反対者

がいるわけであろうし、その中でいろいろな人のご意見を聞きながらＪＢＩＣとして環境ガイ

ドラインを踏まえて慎重に判断をしていく。 

 今のお話ですと、反対者がいて、反対者の意見が通らないと、すぐに異議申し立てを開始し

ないとおかしいのではないかとも聞こえるのです。それは、分類分けにしろ、あるいは環境へ

の配慮にしろ、反対の人はもちろんおられると思いますが、逆に言うと、賛成の人もいるわけ

であります。そこは、ＪＢＩＣとして慎重に両方の意見を聞きながら、そのうえで最終的な判

断を下される。その判断がどうなのかということについて、次に異議申し立てに移るというこ

とであって、いろいろな人の意見を聞いているうちに、自分の意見が通らないからすぐ異議申

し立てだというのは、そこは行きすぎではないかと思います。 

 行政的にＪＢＩＣの中でどうやって判断をしていくのかというのは、どこの組織でも同じだ

と思いますが、最終的には、会社ですと、役員会で決定するまではそれは会社の決定ではあり

ませんし、いろいろな部署のいろいろな意見があるということだと思います。したがって、決

定がなされるまでには、いろいろな意見を言う場が……、環境ガイドラインも踏まえてＪＢＩ

Ｃもポジティブに活動していくわけでありましょうし、いろいろな意見はどんどん言っていた

だくということで、それを踏まえて、ＪＢＩＣの慎重な判断を見守る。その判断の結果、異議

があれば、この異議申し立て制度に行くと理解するのが筋ではないかと思っております。 

 

（ＦｏＥ松本氏） 

 先ほどの方は、反対している人の意見をそのまま受け付けるのはおかしいのではないかとお

っしゃいましたが、これは、反対している人を保護するというよりも、プロジェクトによって

社会的な影響を受ける人たちのどういうふうに影響を避けるかというセーフガードのポリシ

ーです。その人たちが反対、賛成とか、それだけではなくて、その人たちが被害を受けるのに

十分な情報公開をされていない、協議がされていないというのであれば、もちろんその方の意

見を聞く必要はあるのではないでしょうか。 

 

（矢島次長） 

 先ほどのお話も、意見を聞かないということをおっしゃっていたのではないのだろうと思い

ます。 

 

（発言者Ｂ） 

 当然、そういう人の意見も聞きます。それから、地域住民の場合には、一枚岩なのか、いろ

いろな地域住民の方がおられるのか分かりません。いずれにしても、地域住民の方の中には、

推進賛成という方もおられて、もちろんそこの中には、被害を受けて補償措置も受けられてそ

れでＯＫとされている方もおられるでしょうし、環境配慮が足りないということで補償措置も

不十分だということで異議を申し立てられる人もおられると思います。そこは、いろいろな形

の意見を言う人がおられるのではないかと。それを、ＪＢＩＣとしては、反対の人の意見も、

賛成の人の意見もできる限り広く集めたうえで慎重な判断を行っているのではないかという

ことではないでしょうか。 

 

（発言者Ａ） 

 基本的に、この異議審査機関は、ＪＢＩＣさんの遵守・不遵守を審査するという役割の機関

だと思うのです。ですから、ＪＢＩＣさんのほうで、総裁のほうで決定した後、異議申し立て

を受け付ける。それまでは、環境審査室、あと、投融資部門のほうで、そういう異議等意見が

あれば受け付けるということでいいと思います。 
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 プロジェクトの実施主体者は、やはりプロジェクトの利益、おおよその場合ですが、当然利

益を考えてまして、コントラクターに対しては、例えば、1日遅れたら1億円のペナルティとか、

そういう厳しい納期を課してます。そういった中で、当然、プロジェクトの実施者は早くプロ

ジェクトを進めたい。なおかつ、民間のプロジェクトであれば、そういう環境問題ですか、そ

ういう異議申し立てが起きるようなことがないように配慮してプロジェクトをできるだけ進

めようと考えてますので、まず、あまり環境問題は起きることはないのではないかと考えてお

ります。 

 もう一つ、融資決定前等に異議申し立てができるということになると、先ほど矢島さんのほ

うでもおっしゃいましたように、要は、競合相手がそれを活用するということが予想されます

ので、異議申し立てについては融資決定後にしていただきたいと思います。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 「環境問題が起こったら困るからプロジェクトは環境を配慮してしっかりやる」、本当にそ

うなら全くよろしいのです。私は環境の研究をもう20年以上やってますが、そうではなかった

からずっと研究のネタが尽きないわけです。だから、仕組みは大事なのです。だから、仕組み

をしっかり作りたいということはあります。それで言いますと、融資契約締結して後は、本当

にいろいろな遵守の問題があって、契約破棄とか、これはなかなかＪＢＩＣはやりにくいと思

うのです。本当にできるのかな、簡単に。これは難しいですね。ですから、契約前だったらい

ろいろ対応できると思うのです。何事も、一つの意思決定をやった後に対応というのは、また

新しい大きな意思決定ですから、現実の問題として私はたいへんなリスクを負うことになると

思うのです。だから、私から言わせれば、リスクに対してちゃんとマネージするという意味で

は、このガイドラインの中にはっきりそう書いてますが、リスクマネジメント、ということで

考えれば、契約前に対応できるようにしておいた仕組みのほうがいいと思っているのです。そ

のへんは大丈夫ですか。 

 

（矢島次長） 

 そこは、まさにそういう精神の下で、早めに情報公開を行って、カテゴリー分けの段階で情

報を提供していろいろ意見を賜るということなのだろうと思うのです。あとは、だから、異議

申し立てのところに、審査役にどういう役割を設けさせるのかというのはありますが……。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 審査役の問題ですかね。 

 

（矢島次長） 

 投融資部門が融資決定の前の段階で、いくつかのいろいろなファクター……、当然、経済的

なベネフィットが相当多いのでプロジェクトを始めるということだと思いますが、そうはいっ

ても、少数民族の方の問題とか、被害を受ける方の問題とかを全く配慮しないというわけでは

なくて、むしろ「配慮する」とガイドラインに入れておりますので、その過程で意見を反映さ

せていただくという大きな枠組みだろうと思うのです。あくまで意思決定が行われた後で、さ

らに後発事象で問題が起きるということも多分にあると思いますし、工事が進捗していった段

階で問題が起きるということもございますが、その問題の解決を念頭に置きながら、遵守・不

遵守からスタートするわけですが、問題の解決に向けて異議申し立ての手続きを取っていこう

というのが本制度だろうと思います。 

 そういう意味では、一度契約してしまうとなかなかそう簡単に破棄ができるようなものでは

当然ございませんので、融資決定前の段階で重大な環境上の疑義が生じる場合にはそれを考慮

に入れておかなければいけないというのは先生がおっしゃるとおりだと思いますが、そのため

の仕組みとして、情報公開を早めに行っていくというガイドライン全体の仕組みができあがっ

ているということだろうと思います。 
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（発言者Ｇ） 

 やや話が変わるかもしれないのですが、結局、今の、融資契約前に申し立てを認めるべきか

どうかというところで私がポイントだと思うのは、ＪＢＩＣさんのほうの対応。要するに、い

ろいろ異議とかが当然、最初は投融資部門に行く、そのときに、ＪＢＩＣさんの投融資部門の

方が対応されるわけですが、その方の対応の位置付け。どういう責任を持って……。それが責

任を持ってやっている対応だというのであれば、ある程度それは一つの意思決定でしょうし、

逆に、「それはあまり責任は負ってない行為なのです」「相談に乗っているだけです」という

ことであると、それはいい加減な対応であるような気もする。そこらへんのＪＢＩＣさんの対

応の位置付けをもう少しクリアにしたいと思うのですが、そこはどういうふうに考えればいい

でしょうか。 

 

（矢島次長） 

 逆に言うと、融資決定前ですから、特に問題を受けた方との因果関係でということではなく

て、一般的にこういうプロジェクトを進めていいのですかというような、いろいろな疑念でか

なり多くの方が対象になってくるのだろうと思います。そういう意味では広くいろいろな方の

意見を聞いたうえでということになるのだろうと思うのですが。今のお答えから言うと、もと

もともの制度自体が「意見を聞こう」という制度になっていて、それで情報公開をしていると

いうことで、ＪＢＩＣの対応がどうなのだというのは、その意見の内容にもよるのだろうと思

うのです。それは非常に大きいと思うのです。 

 当然にして、非常に重大な問題があって、なかなか気がつかない点であるということであれ

ば、それについてはさらに調査をしながら進めていくことになると思いますし、なかなかそう

いう話を聞いても、プロジェクトと直接結びついているとはあまり考えにくいということであ

れば、それについてまでさらに調査をしてということにはならないと思うのです。そういう意

味では、賜るご意見によっても相当対応が変わってくると思います。お答えになっているか分

かりませんが、そういうことだろうと思うのです。ただ、基本姿勢としては、「聞く」という

のがもともと、先ほど環境審査室の高岡からも話がありましたように、このガイドラインの目

的でございますので、そこをよくご理解いただきたいと思います。 

 

（発言者Ｇ） 

 おっしゃるところは分かるところがあるのですが、結局、当然聞くに値する意見、値しない

意見、いろいろあると思うのです。そこで、「これは聞くに値する意見だからＪＢＩＣとして

もちゃんと考えていろいろ対応しよう」、当然そういうケースもいっぱいやられていると思う

のです。ただ、問題なのは、先ほどのＮＧＯの方々からの話も聞いてますと、ＪＢＩＣとして

は、これは聞くに足らない意見とまでは言わないにしても、これはそんなに考えなくてもいい

意見だという判断を下す、というよりもそういう対応をして、ところが、実際はそうでなかっ

たというのが、まさに異議申し立てのケースになるのではないか。そこらへんの判断の、ＪＢ

ＩＣさんが思うところと申立者が思うところと、そこらへんのずれをどう扱うかというところ

が、まさに契約前に申し立てを認めるかどうかと。そこのずれをなくすためにどういう仕組み

を作るべきかというところを、今までずっと、前回からも散々議論しているのだと思うのです。

そこのところのずれをどう解消していくかというアプローチで議論ができないかと。そこまで

は私も思いつくのですが、それ以降、いい案がなかなか浮かばないところですが、そこの、と

にかくずれをなくすというところでいい考えはないかというのが私の思いです。 

 

（発言者Ｉ） 

 それに付随しまして、だからこそどういう意見を聞くかというところです。この審査役の位

置付けは、公正で中立で透明な……、いろいろ原則があると思いますが、そういう意見からも

のを申すというのは非常にいいことであって、今回、これを作ろうとしているわけなので、な

にもそこの最初の受付のところで撥ねる必要は全くないのではないかという考えはしている

のです。 
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（矢島次長） 

 融資決定前は、そういう意味での牽制体制がＪＢＩＣの中でできあがっていて、それでいろ

いろな要因を加味しながら意思決定を行っていくということなのです。一方で、この異議申し

立ての審査役に求められるのは、問題があって、それが遵守・不遵守に起因しているというこ

とについて異議申し立てを受けたときに、それに対して調査を行っていくということでござい

ます。そういう構成からしますと、意思決定の後で異議申し立てを受け付けるということにな

ってくるのではないかと思います。 

 ただ、先ほどのように、もともとのガイドライン全体の趣旨は、意思決定の前に意見を聞こ

うということでございますので、それについてはこれまでいろいろご批判も賜っておりますが、

新しいガイドラインを作る段階で、そこは新たに、私どもＪＢＩＣも方針を変えて、意見を賜

っていこうということになっているのだろうと思います。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 今おっしゃった趣旨は私も理解しますので、そういう手続きを担保する仕組みをプラスする

のが必要ではないかと思います。これは異議申し立てという話とは少し違うかもしれないです

ね。つまり、契約締結前にいろいろ意見をうかがうという場合に、それはちゃんとレスポンス、

コミュニケーションがないといけないでしょう。ですから、レスポンスするということを手続

きとしてちゃんと担保するとか、見解を表明してまた意見を受けるとか、そういうフィードバ

ックがあるということを……。カテゴリー分類の段階、環境配慮、次の段階ですね、それぞれ

についてレスポンスするということを手続きで担保したうえで、それをきちっとやっておけば、

相当数、今おっしゃったことが実現する可能性はあると思います。今のところ、でも、それが

ないので、意見を聞くばかりで、あとどうなるかが分からないというのがたいへん心配なこと

なのです。それに対して対応する仕組みは、今のところ、異議申し立てということですよね。

だから、それ以外の形で、もう少し簡便な方法でちゃんといけるのだということであれば、ま

た少し変わると思います。それは今、ガイドラインには書いていないです。それはどんなふう

にお考えでしょう。 

 

（入柿課長） 

 そこはガイドラインにないと言われましたが、本行の環境社会配慮確認にかかる情報公開の

ところで、目的として、「情報提供を歓迎する」ということと、「これら関係機関、ステイク

ホルダーからの情報提供は早期に行われることを促進するとともに、環境レビューのアカウン

タビリティおよび透明性を確保するため、本行は環境レビューに関して重要な情報につき、環

境レビュー期間中にプロジェクトの性格に応じた適切な方法により公開する」ということと、

「本行は必要に応じ、関係機関、ステイクホルダーの意見を求めることがある」ということを

書いておって、要するに、情報公開をしますということと、ここで、基本的な仕組みをガイド

ラインの中で定めているという理解です。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 それは分かっています。一緒にやりました。そのうえで言うのです。つまり、5段階で私は

考えてますが、今おっしゃったのは、インフォーミングと言って、情報提供すること。それか

ら、それについてヒアリング、これは2段階目です。3段階目は、リプライというのがあるので

す、答える。だから、3回目のただ1回だけ答えるリプライオンリーなのです。しかし、今、矢

島さんがおっしゃったようなことを実現するためには、ちゃんとフィードバックがなくてはい

けない。それはレベル4なのです。これはミーニングフルリプライという格好にならなければ

いけないです。そこまでの仕組みとして、今は担保されてません。レベル1、2はＯＫです。3、

4は、その中に書いてないです。明記していないので、そこまで具体的にやられるということ

をどこかに明記していただければ、私はなるほどと安心しますが、そうでないと、リプライオ

ンリーで終わってしまったのでは、1回だけ答えてというのだと十分リスポンスしてくれない
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わけですから、これは具合が悪いというわけです。 

 

（発言者Ｂ） 

 例示がいいかどうか分からないのですが、ＪＢＩＣの中で議論している、非常に特殊な感じ

が漂う。今、財務省さんが早めにという話を言われた場合に、例えば、財務省として国の予算

をいろいろ審査して決定し、その財務省の決定が正しいかどうかというのは国会で審議される

わけです。そのときに、野党のほうで予算について異議があるといった場合に、野党としてそ

の予算について不安があるから事前に国会審議に行く前に俺の意見をちゃんと聞くような場

を設けろということと同じような感じがするのです。審査をする場が別途ちゃんと決定した後

にある、だけど、決定した後審査する場に行く前にちゃんと、その案について異議がある人が

出てきた場合にそれを受け付ける場を設けろということですよね。 

 例示が全然違うのですが、例えば、正式に決定する機関があって、それの案を作るところが

あって、それの案を作る段階の前に、どういう案になるのか、その案については異議があり得

るぞという場合について、国の制度としても、決定する前に異議申し立ての制度か何かで受け

付けてやるということはあるのかと。そんなことは考えにくいという気がするのですが、その

へんはいかがでしょう。 

 

（発言者Ｉ） 

 直接そういう部署に携わったことがないので分からないのですが、ただ、プロセスとしては、

国会に持っていく前にいろいろな会合を設けたりとか、意見を聴取するというプロセスはある

と思います。それで国会にかけるわけですが、その前にもいろいろな形で意見を聞いていると

ころもございます。そういうプロセスを踏んで行っているのだろうと私は理解しているのです。 

 

（東京工業大学原科氏） 

 では、私が言います。アセス法とか、いろいろな法律で少しそういうのにお付き合いしまし

たので。おっしゃるとおりで、本会議というのは最終の儀式みたいなものです。委員会の審議

がいちばん大事で。その前があるわけです、研究会とか。だから、いろいろなプロセス……。 

 ところが、今までの問題は、法律を作るときに、本会議の直前ぐらいで公聴会をやるのが儀

式なのです。公聴会をもっと前にやれというような、いろいろな声が出てます。おっしゃると

おり、早い段階で研究会とか、いろいろな段階でなるべく情報を出していく、パブリックコメ

ントをもっと活用するとか、それが今求められていることなので、まさにそれがこれまで欠け

ていたからダメなのです。だから、おっしゃるとおりなのです。大島さんがおっしゃったのは、

今まではそういう日本の仕組みがダメだったので、もっと早い段階から情報を提供して、意見

を求めて、きちんと作っていきましょうということなのです。 

 

（発言者Ｂ） 

 私の申し上げているのは、要するに、異議申し立てというところに行く前に「異議あり」と

訴えるわけですから、事前に十分に意見を聞くというのはこのガイドラインの中で十分に行わ

れているし、そこは財務省がいろいろな人の意見を聞くというプロセスと、ＪＢＩＣの中にお

いていろいろな利害関係者の意見を聞くというのは同じではないかと。そうやって決定した後

に、次のプロセスに移るということではないかということです。例えば、裁判所でも、裁判の

決定がなされる前にその裁判の決定に上の裁判所が出てきて「おまえの決定はおかしくなるか

ら」とかいうことにならないではないかと。順々追って裁判は判断が進んでいくのであって、

高等裁判所がいきなりその下の裁判所の決定がなされる前に出ていって、「おまえの裁判の決

定はおかしくなるから」ということで受け付けていくということにはならないのではないかと。

やはりここは、ガイドラインを新しく設けて、ＪＢＩＣのほうでもきちんとやりますよという

前提で動いているわけですから、そのプロセスがきちんと終わるのを見たうえで、そのうえで

次の段階ということで、この遵守・不遵守の異議申し立て制度に移行するということで、そこ

はプロセスはきちんとしっかりしないといけないのではないかと思います。 



   

 - 42 - 

 

（経済産業省檜山氏） 

いろいろな皆様のお話を聞きまして私なりに整理してみたのですが、今、最後におっしゃい

ましたところに尽きると私も思っております。今回の新しいガイドラインができたという段階

において、ある意味では、確かにＯＤＡとＯＯＦをくっつけるのだというところから発端はあ

りましたということでありますが、ガイドラインとしては、先進国の中で見ても非常に高いレ

ベルのものができました。これをいかに忠実に実行していくかということが、これから、すで

に今もですが、ＪＢＩＣさんに求められていることである。ただ、そうは言いつつも、意思決

定がなされた後に異議申し立てということはあり得ますということで、異議申し立て機関はど

うあるべきかという検討がその後なされているということになっております。ＪＢＩＣさんと

しても、当然、新しいガイドラインに基づいてしっかりした業務を、ある意味ではちゃんと独

立してやっていくのだという意思の表れだと思ってますし、この間においても、情報期間にお

いてもし意見が集まれば、当然、それをしっかりと受け止めてちゃんと検討をしていく。 

 それで、環境審査役という新しいポストを作ることに関して、私なりに思いますのは、新し

く作るポストは決して忙しいポストになってはいけないと思うのです。当然、その前の段階で

問題は解決されるべきである。ただし、解決できなかったものに関しては、公平な立場の方が

しっかりといろいろな意見を聞いて処理をしていくのだというものであって、ここが忙しくな

ってしまうことは、新しいガイドラインを作った意味ももしかしたらなくなってしまうのでは

ないかというぐらいにも思ったりもします。 

 ＪＢＩＣさんを所管されています財務省の方のご意見を、私経済省の人間が否定するのはお

かしいのですが、せっかく作るのだから前の段階で拒否する必要はないではないかという発想

は、私はいかがかと思ったりもします。 

 かつ、「契約」という言葉がいいかどうか分かりませんが、融資決定がなされましたという

段階をもって初めて、それを利用しようとしている企業の方とＪＢＩＣさんは同じ方向を向く

のだと思うのです。ある意味、企業は、常識的な話をＪＢＩＣさんに持っていくこともあると

思いますし、制度上、見てもそれはおかしいという話を持っていく場合もあると思います。両

者の間で、ＪＢＩＣさんはいろいろな方の意見を聞きつつ、どうすれば融資ができ、また、企

業としてもそれをうまく使っていけるかという話がまとまって契約ができて初めて、それに関

しての責任はＪＢＩＣも負うべきであるし、企業は当然初めから負うべきであるということで

はないかと思ったりしております。 

 かつ、その契約をする前の段階において、異議申し立てという形でＪＢＩＣがそれを受け付

けるというのは、これはいろいろ物議を醸すかもしれませんが、ある意味では、企業の自由な

活動をそこで阻害することにもなると思うのです。企業としては、「こうしたいと思います。

ＪＢＩＣさんの制度は、私たちなりに勉強して、こういうものだと思って、こういう話を持っ

てまいりました」。もしかしたら、非常に中身が詰まっていないものであるかもしれません。

ただ、それが出た瞬間にあるところから「異議申し立てだ」と言われてしまうことは……。あ

る意味では企業の勉強不足だからしょうがないではないかと言われることもあるかと思いま

すが、そうではなくて、政策金融として、そういう機関として存在するわけですから、企業が

使いたいというものに対して、「あなた方が考えていることはここはこう直さないと使えない

のだ」とか、「そういう中でも新しいガイドラインに基づいてこういう環境社会配慮を行って

いかないと、これはもう使えないのだ」ということを、新しいガイドラインができたことを受

けていかにＪＢＩＣさんが自立してやっていくのかというものだと私自身は思っております。 

 せっかく作るのだから早目からやろうとか、先ほどメコンウォッチの松本さんがおっしゃい

ましたように、確かに、判断は実は最終決定の前になされているではないかというお話があり

ましたが、これは、社会通念上、「契約段階で」と考えるしかないと思うのです。プロジェク

トごとに、例えば、いろいろな異議申し立てが、ないしは情報公開に対して「こういう問題が

ある」といろいろな方からご意見が集まってきて、それをちゃんと受けているときはまだいい

が、受けなくなったら「意思決定がなされた」となると、非常にあいまいな基準になってしま

う。そこをはっきりさせるというよりは、先ほど原科先生がおっしゃいましたように、情報公
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開期間の間に意見を受け付けるのはいいが、それをいかにフィードバックするかというところ

をＪＢＩＣさんご自身がどういうふうにやっていくつもりだという提示がなされれば、これは

もしかしますと、そういう方法もあるのではないかということで、話が展開できるのではない

かと思いました。長々と失礼しました。 

 

（ＦｏＥ松本氏） 

本当に繰り返しになりますが、私たちのこれまでの経験の中では、やはり意思決定は前の段

階で決まっているのです。例えば、私たちが「このプロジェクトに関してこういう漁業の影響

があると思っています」「このような上流の先住民族の人たちに影響があると思います」とい

うレターを書いたとします。それに対して、「ＪＢＩＣとして、ここにはこういう影響はない

と判断しています」、あるいは「この漁業の対策はこういうふうに十分にされています」とい

うお返事のレターをいただくわけです。それは真摯な対応をしたということになるのかもしれ

ませんが、実際、そのＪＢＩＣの見解と、地元の人たち、あるいは独自の第三者の研究者がや

った見解と違う場合に、その時点で、原科先生のおっしゃっている協議、やり取りというのは

十分理解できるのですが、私たちもその協議は十分必要だと思っておりますが、どうしてもそ

こで合意できない部分が出てくるのではないか、その場合に、判断はＪＢＩＣに任されてしま

うのかというところが問題である。今まで、実際そういう問題があったから、世界銀行やＡＤ

Ｂも融資契約前の案件も引き受けてきているわけです。なぜこの世界銀行やＡＤＢが融資前の

案件も引き受けて異議申し立てを受け付けていると考えていらっしゃいますか。 

 

（矢島次長） 

 質問ですね。突然質問だったものですから、すみません。 

 

（入柿課長） 

 そこは前回もご説明しましたとおり、世界銀行、ＡＤＢのプロジェクトに対するかかわり方

はずいぶん大きく違っていると思っております。案件の仕組み段階から自ら環境配慮を、ＥＩ

Ａをやっていくといったところと、われわれのようにＥＩＡを自分でやるのではなくて、でき

たものを確認するという立場の機関との違いであると思います。 

 それから、ＪＢＩＣに任せる任せないという話ですが、基本的には融資決定まではわれわれ

の判断であって、そこに第三者のフィルターをかませるという制度設計自体がイコールフッテ

ィングを阻害するという可能性が非常に高いということを再三申し上げておるわけでござい

ます。 

 

(発言者Ｄ) 

私ども産業界としましては融資決定からでいいだろうという意ですので、繰り返し申し上げ

ませんが、別の点から申し上げますと、結局、プロジェクトを実施できるのは日本一国ではな

いのだと。さっきどなたかがおっしゃいましたように、日本が受注しなくても、どこかの国が

持っていくのです。そういう厳しい国際競争社会の中で、日本だけがスタートラインでハンデ

ィを負わないといけないのかというのが今の議論だと思うのです、言い換えますと。競争の過

程で、コストを工夫し、技術を工夫し、ファイナンスを工夫し、みんながんばっているわけで

す。そういうところで、例えば、100メートル競争で日本企業だけがスタートラインの10メー

トル後ろからスタートするということになりますと、当然……。お待ちください。当然、日本

企業の受注は難しくなります。すると、どうなってくるのかと申しますと、結局、産業界の活

動が悪い影響を受ける。次の流れを単純化して申し上げれば、産業界の活動が停滞すれば、当

然、日本の経済活動も経済も悪い影響を受けるのだろうと。そうなってくると、考えていただ

きたいのは、わが日本の国益を考えた場合に、本当にこれでいいのだろうかと。どうして日本

企業だけがスタートラインでハンディを負わなければいけないのかというところにつきまし

ては、ぜひ、これは、私も何度か言ってますが、イコールフッティング、同じ条件で競争でき

るようにしていただきたいということでございます。 
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（矢島次長） 

 そこはもう、これまでもガイドライン上にも、商業上の不利益というところは明記されてい

るわけでございますし、十分分かっております。きっとご批判の点は「だからといって環境が

どうなるですか」という話だろうと思いますが、そこは当然にして環境配慮はしていかなけれ

ばいけないということで、ある意味では、皆さんご認識いただいておりますように、輸出信用

機関の中では、昨年のガイドライン、新しいガイドラインを作った段階で一歩出ているという

ことは、共通認識として産業界の方もご理解いただいていると思います。むしろ、私ども、あ

るいは主務官庁の方々と合わせながら、他の輸出信用機関のレベルも上げていかなければいけ

ないということだろうと思います。 

 だいぶ長時間にわたってしまいまして、なかなか議事進行がうまくいかなくて恐縮でござい

ますが、きょうのところは、それぞれのご意見を賜ったと。ただ、新しいこととしては、原科

先生からのご提言で、フィードバックという、実際に融資部門がどういった形で意見を聞いて、

それに対してどうレスポンスしていくのかというところで、何か新しいことが、仕組みとして

透明性のあるものが考えられないかというご提言をいただきました。ここはそういうことで共

通認識が出てきているということでは、きょうの場合、ないと思うのですが、次回には、そう

いったこともＪＢＩＣ側として考えていただいて、そういうことが可能であれば提示して、そ

れでまたいろいろご議論いただくというのがいいのかと。ここは、少なくとも共通の方向とし

てそういう方向だということでは必ずしもないと思いますが、ご提案をいただいたということ

もあり、ＪＢＩＣ側としては少し考えてもらいたいと思います。 

 だいぶ時間が経ちましたので、またこの点につきましても次回……。さすがに次回では最後

まで行くのではないか。次回は、そういう意味では、今の期間のところ、申し立ての期間のと

ころ、それから、細かい点ですが、見直し条項のところ、最後に、実際の審査役と事務局の体

制、それから、それをどういう形で選定していくのかというところの議論に入っていきたいと

思います。 

 次回でそこのまとめが終わったところで、非常にスケジュールがタイトになっておりますが、

翌週に前広に当然お渡しするということを前提で、セカンドドラフトを提示する。そうします

と、来週、再来週にセカンドドラフトを事前にお読みいただいたうえで議論し、さらに、10月

31日にもう一度臨時を予定しておりますが、そこでまた議論いただく。こんなスケジュール観

かと思っております。 

 だいぶ迫っておりますが、何か？ 

 

（ＦｏＥ松本氏） 

 申し訳ありません。私は来週来られないもので、先ほどの入柿さんのことに関して意見を申

し上げたいのです。世銀やＡＤＢがこれまで異議申し立てを受け付けている件は、必ずしも世

界銀行がＥＩＡに深く、あるいは、全体のプロセスから、以前のプロセスから早くかかわって

いたというわけではありません。入柿さんのおっしゃっている、世銀やＡＤＢは早くからかか

わっているからそういう事前の受付ができるのだというのは、理解が間違っているのではない

かと思いましたので意見させていただきました。 

 最後に、企業の方に、本当に毎回すごく私は腹が立って仕方ないのです。これだけ議論して、

なぜ、ガイドラインはもう守らなければいけないものだとご認識していただけないのかと思っ

て。これは守らなければいけない。「イコールフッティング」と異議申し立てのところでおっ

しゃるのは、「私たちは守るつもりがありませんよ」とおっしゃっているようにしか私たちに

は聞こえない。そこのところは考えを改めていただかないと、私も日本の企業の将来が危ない

のではないかと思って逆に心配をしてしまいます。 

 

（矢島次長） 

 そこのところは先ほども確認……、もう収めさせていただきたいと思うのです。企業の方も

「守らない」とおっしゃっているのではなくて、競争上の、先ほどの濫用のところでもござい
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ますが、そういうところを、日頃非常に厳しい競争にさらされている方々の現場の意見という

ことで……。かなり力瘤の入った意見ということではあるのだろうと思うのですが、そういう

ことではないと思いますので、もうよろしゅうございますか。 

 

（発言者Ｂ） 

 えらい誤解をしているような発言があったものですから。環境ガイドライン遵守は当然で、

それでＪＢＩＣのほうがベストを尽くすということで行くと。基本的に申し上げておりますよ

うに、ガイドライン遵守について、ＪＢＩＣでやることにはファイナンスとして限度がありま

すから、実施主体者がやるように、環境重視の方はどんどん働きかけていくという仕組みも必

要かと思っております。 

 最後に1点だけ。先ほどＦｏＥジャパンの松本さんが、意見を言ったときにＪＢＩＣの担当

者の反応があったときに、そこですでに意思決定がなされているのだという点を主張されたの

ですが、私は、ＪＢＩＣの意思決定は、最終的な、融資するかどうかというところの決定でな

されるのであると。したがって途中段階でいろいろな意見を聞くということかと思っておりま

す。その、意思決定が途中段階でなされているという主張に対して、ＪＢＩＣのほうから明確

な、そうではない、あるいは、そうであるという点についてなんらコメントをなしていないの

で話が紛糾しているかと思います。次回につきましては、私どもは融資決定がなされたときが

ＪＢＩＣとしての決定であるという立場でありますので、ぜひ、その点も含めてご説明いただ

けると思います。 

 

（矢島次長） 

 その点はきょうの場でも繰り返し申し上げていると思います。意見を承ったうえでそれを反

映させながら、最終的に意思決定を行ったうえで融資承諾に行くということですので、事前に

決まったうえで単に聞くだけということではございません。要は、Ｌ／Ａ調印のところで判断

がなされるということでございます。 

 長時間どうもありがとうございました。来週は18日の金曜日を予定しております。時間は、

場所の関係で午前中で10時から、前回お話をさせていただいたと思いますが、今度は9階の、

前回行いました講堂で行いたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。長時間ど

うもありがとうございました。 

 

以上 


